
令和８年度当初予算　議会各会派　要望一覧（公明党）

通番 種別 No. 要望事項 要望に対する対応
主な計画事業

（令和８年度当初予算）
その他参考事項

1 重点項目 （１） 本市は世界有数の自動車産業拠点として発展・成長を続けてい
る。しかし現在、少子高齢化社会の到来、財政状況の変化、大
規模災害発生の危惧等、様々な課題に直面している。豊かな自
然・文化・歴史といった財産がある本市の強みを生かして、未
来を担う子どもたちが夢と希望を持ち続けることができるまち
を実現するため、常に施策を見直しながら、第９次豊田市総合
計画に基づき施策を着実に進めること。

・第９次総合計画については、２０５０年という長期を展望した普遍
的なまちづくりの方向性を示すミライ構想と、ミライ構想の実現に向
けて、令和７年度からの５年間で特に注力する取組の方向性を示すミ
ライ実現戦略２０３０の２つで構成される計画として策定している。
・施策の推進に当たっては、ミライ実現戦略２０３０に掲げられた取
組目標や目指す姿の実現に向け取り組むとともに、毎年度ローリング
を行うことで、社会環境の変化を見極め、機動的かつ柔軟に具体的な
施策や事業を見直すことで、着実に推進していく。
（企画政策部　企画課）

・総合計画事業調整費（７百万円）

2 重点項目 （２） 本市の税収は、世界経済の影響を大きく受けるため、先行きは
不透明である。このような状況においては、経済の動向を的確
に捉え、市民に安定したサービスを継続的に提供できるよう、
行財政改革を一層推進するとともに、健全な財政の維持に努め
ること。

・健全財政の維持を図っていくため、税収見通しなど情勢の変化を的
確に踏まえながら、事業の進捗状況を確認し、事業効果や必要性を適
切に見極めていく。
（企画政策部　財政課）

3 重点項目 （３） 大規模災害時の避難所運営においては、女性の運営管理への参
画を促進するとともに、福祉避難所への直接避難を可能にし、
避難生活の環境改善策として、水循環シャワーや防災井戸の整
備を行うこと。さらに、発災直後には消防力が不足し、火災が
命取りになることもあるため、感震ブレーカーの設置が進むよ
う必要な措置を講じること。

・避難所運営における女性の運営管理への参画については、避難所運
営マニュアルで、避難所利用者を主体とする避難所運営委員会の設置
にあたっては、避難所運営委員会の構成員のうち、女性の割合が少な
くとも３割以上となるよう努めることとしており、自主防災会や自治
区等に対する出前講座において周知・啓発を図っている。
・現時点では、水循環シャワーや防災井戸の整備は予定していない
が、衛生面については、洗面用具セットやドライシャンプーなどを備
蓄しており、生活用水については、応急給水のほか、プール、ため
池、河川、既存の井戸などを活用して、災害応急用の生活用水を確保
することを想定している。
（地域活躍部　防災対策課）

・協定を結んだ社会福祉施設への直接避難については、施設側の受入
体制や発災直後の一般市民の殺到などの課題が想定されることから、
直接避難と指定避難所からの二次避難のどちらが適切か検討を進めて
いる。
（福祉部　よりそい支援課）

・感震ブレーカーについては、大規模地震発生時に電気を起因とした
火災発生防止に有効とされることから、令和８年度から機器の設置費
補助金を新設し、普及啓発を推進していく。
（消防本部　予防課）

・防災啓発費（９百万円）
・避難者対策費（３４百万円）
・地震火災対策活動費（１百万円）
・感震ブレーカー設置費等補助金（３百万
円）

4 重点項目 （４） 自然災害に備え、液状化・浸水・山村地域の孤立・帰宅困難
者・応急施設の整備・感染症等に対して万全な対策を講じるこ
と。また、あらゆる状況を想定した避難訓練を実施するととも
に、発災後の救助・復旧・復興が迅速に行われる体制を構築す
ること。

・近年発生した大規模災害時の教訓や最新の調査結果の反映等を踏ま
え、令和６年度に策定した第２次災害対策推進計画を、着実に運用す
るとともに、令和７年度に実施した地震被害予測調査の結果を踏ま
え、本市の地域性などを考慮し、各種防災計画の見直しを始めとした
防災・減災対策の取組を推進していく。
（地域活躍部　防災対策課）

・緊急生活物資備蓄対策費／帰宅困難者対策
費（６百万円）
・避難者対策費（３４百万円）
・危機管理体制調査費
（４百万円）
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令和８年度当初予算　議会各会派　要望一覧（公明党）

通番 種別 No. 要望事項 要望に対する対応
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（令和８年度当初予算）
その他参考事項

5 重点項目 （５） 災害法制に福祉の視点が明記されたことから、本市においても
大規模災害に備え、福祉の視点を重視した支援体制の強化を図
ること。まずは、実効性のある要配慮者の個別避難計画の作成
や被災者が抱える個別の課題に伴走支援する災害ケースマネジ
メントの実施を推進すること。また、福祉の視点も重視しなが
ら避難生活支援に関わる「避難生活支援リーダー/サポー
ター」の研修を開始すること。

・災害ケースマネジメントの実施については、今後、先進自治体の事
例を参考に情報収集、調査、研究を行っていく。
・避難生活支援リーダー/サポーター研修については、既に自主防災
リーダー養成講座のカリキュラムにおいて実施しており、継続して取
り組んでいく。
（地域活躍部　防災対策課）

・避難行動要支援者の個別避難計画の作成については、引き続き、自
治区長や民生委員に対して、必要性や手法等を説明するとともに、必
要に応じて地域に個別で説明を行うなど、地域と共働し推進してい
く。
（福祉部　よりそい支援課）

・自主防災育成費（５百万円）
・避難行動要支援者対策費（１４百万円）

6 重点項目 （６） 「こども基本法」には、子どもの意見の尊重が示されている。
このため、こども家庭庁のこども若者★いけんぷらすを参考
に、対面・オンライン・チャットによる意見交換、アンケート
調査、施設等への訪問による意見聴取などを通じて、多様な子
ども・若者の意見を聴取し、政策に反映すること。また、子ど
も施策の決定過程において、子ども・若者の意見が政策に反映
されるよう、各種審議会や懇談会等におけるこども・若者委員
の割合を見える化し、公表すること。

・こども・若者計画の重点プロジェクトで「こどもの意見表明・反映
の仕組みづくり」を進めていく中で、子ども会議などの既存の取組に
加え、こどもがより気軽に気持ちや意見を言える仕組みづくりを行っ
ていく。
・なお、意見聴取の方法については、聴取の内容に応じてタブレット
などのデジタル機器の活用や、対面や審議会等での意見聴取など様々
な手法が考えられるが、計画を推進する中で、こどもの意見を聴きな
がら仕組みを検討していく。
（こども・若者部　こども・若者政策課）

・子ども会議費（２百万円）

7 重点項目 （７） 予測困難な時代を生き抜く主体的な子どもの育成を目指し、個
別最適で協働的な学びを通じて、柔軟で質の高い公教育に取り
組むこと。また、不登校の児童・生徒については、COCOLOプラ
ンに基づき、誰一人取り残されない学びの補償に向けて取り組
むこと。そして、子どもが輝く公教育の実現においては、教職
員自身が輝いている姿も重要であることから、自主的に集った
教職員がチームで子どもたちの学びについて研究を行うなど、
新たな研修の在り方についても検証すること。

・予測困難な時代を生き抜く力を育むために、「主体的・対話的で深
い学び」の実践が必要であると考える。その実現に向けて、指導方法
の工夫・改善につながる研修内容の充実を図っていく。
・不登校や不登校の傾向のある児童生徒の学べる環境の整備として、
校内の居場所である校内はあとラウンジ（校内教育支援センター）を
全小中学校に設置している。
・教員の自主研究グループへのサポートを行うとともに、自律的に学
び続ける教員の育成を目指し、主体的な研修受講の仕組みを構築し、
活用を通して、教員にとって使いやすいものとなるよう改善してい
く。
（教育部　学校教育課）

・いじめ不登校問題対策費（３５百万円）

8 重点項目 （８） 「地域共生社会推進全国サミットとよた宣言」では、人や活
動、地域などのつながり合いを新たな形で取り戻すことが提唱
されている。こうした中、地域課題が多様化・複雑化する現状
を踏まえ、市民、ボランティア、活動団体などの地域の方々を
はじめ、事業者、社会福祉協議会、行政など、あらゆる主体が
制度や分野を超えたつながり合いを育む取組を展開し、地域共
生社会の構築を目指すこと。

・サミット以降、官民が連携して地域づくりに資する多様な活動や取
組が進んでおり、こうした関係性を一層強固なものとし今後の連携の
基盤を築くため、１４団体により「地域共生社会の実現に向けた重層
的支援の推進に関する協定」を令和７年１２月に締結した。この協定
を契機として、官民が共働して新たな活動や取組をさらに創出してい
くことが期待される。
・また、重層的支援体制の一環として、多様な主体の「つながり合
い」の取組もより充実させていくことで、地域共生社会の実現を目指
していく。
（福祉部　よりそい支援課）
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令和８年度当初予算　議会各会派　要望一覧（公明党）

通番 種別 No. 要望事項 要望に対する対応
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（令和８年度当初予算）
その他参考事項

9 重点項目 （９） 孤独・孤立は、人生のあらゆる段階で誰にでも生じ得るとし
て、社会全体の課題とされている。当事者のSOSを早期に
キャッチし支援につなげるため、孤独・孤立に関する知識を身
に付け、当事者を支援機関につなげる「つながりサポーター」
の養成講座を創設すること。また、高齢者や若者が緩やかに人
とつながれる居場所や相談先についての情報を様々なツールを
使って発信すること。

・本市では、支所をはじめ、社会福祉協議会出張所や地域包括支援セ
ンターなど、各地域に相談窓口を配置するとともに、支援者を対象と
した研修も実施している。さらに、各地域では民生児童委員やコミュ
ニティソーシャルワーカーなどが「つながりサポーター」としての役
割を担っており、地域全体で支え合う体制の推進を図っている。
・居場所や相談先に関する情報発信については、ホームページを活用
したＰＲに加え、地域包括支援センターやこども・若者総合相談セン
ターＲｅＰＰＯなどを通じて、真に必要とする方に丁寧に伝えてい
く。
（福祉部　よりそい支援課）

・つながり合い推進費（１２百万円）

10 重点項目 （１０） 豊田市ジェンダー平等推進センターでは、目指す姿を「性別に
かかわりなく誰もが自分らしくいきいきと暮らせるまち」とし
ている。ジェンダーギャップが依然として解消されていない現
状を踏まえ、あらゆる分野においてジェンダー平等の推進に努
めること。特に女性活躍に関しては、生涯にわたる教育や経済
的自立及び健康への支援、そして、妊娠・出産・子育てへの切
れ目ない支援をさらに進め、全ての女性が生き生きと輝ける社
会の実現を目指すこと。また、性被害や生活困窮など、困難な
問題を抱える女性に対しては、多様で包括的な支援の提供を図
ること。

・令和７年３月に策定したクローバープランⅤに基づき、女性活躍の
促進、性別にとらわれない行動の促進などジェンダー平等に向けた取
組を推進していく。
・困難な問題を抱える女性に対しては、関係機関と調整し、支援調整
会議等の体制整備を図っていく。
（地域活躍部　多様性社会共創課、こども・若者部　おやこ応援課）

・相談費（２百万円）
・啓発費（１百万円）
・女性のライフプラン・キャリア形成支援費
（３百万円）
・働き方改革推進費（１百万円）

11 重点項目 （１１） 人口減少や超高齢化に伴い、市民の移動手段の確保が課題と
なっている。こうした状況の中、地域ごとのニーズに応じた取
組が進められているが、地域間で格差が生じている。このた
め、多様な手法について総合的な観点から調査・研究を行い、
市民が自由に移動できる環境を整えることで、豊かな生活を送
ることができるよう取り組むこと。

・おいでんバスなどの基幹交通は、利用実態に合わせた見直しを検討
しつつ、ネットワークとして維持していく。
・地域バスなどの生活交通は、「自助・共助・公助」による多様な移
動手段を組み合わせ、持続可能な移動サービスを実現していくことが
重要である。
・全国各地の事例などを参考に、運行の改善につながる多様な手法に
ついて、総合的な観点から調査研究を行っていく。
（都市整備部　交通政策課）

・地域公共交通計画推進費（３百万円）
・地域内交通確保調査費（５百万円）

12 重点項目 （１２） 性的指向およびジェンダーアイデンティティの多様性に関し
て、市民の理解が十分に進んでいないことにより、生きづらさ
を感じている方が存在する。この課題に対応するため、これま
での取組をさらに充実させ、すべての人が互いの人権と尊厳を
尊重し合える共生社会の実現を目指すこと。

・多様な性に対する市民の理解を促進するため、講演会や研修会の開
催、集客イベントにおけるブース出展、ジェンダー平等推進に関する
情報誌「クローバー」への記事掲載、生涯学習出前講座の実施などに
より周知啓発を図る。
（地域活躍部　多様性社会共創課）

・性的少数者理解促進費（１百万円）
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13 重点項目 （１３） 国土交通省は「心のバリアフリー」に関する取組を実施するた
めのポイントや留意事項等について、ガイドラインを取りまと
めた。高齢者、障がい者等が安全・安心な日常生活や社会生活
ができるようにするためには、施設整備（ハード面）を含め、
高齢者、障がい者等の困難さを自らの問題として認識し、心の
バリアを取り除き、その社会参加に積極的に協力する「心のバ
リアフリー」が重要である。そのために、バリアフリー化され
た施設等の設置や高齢者や障がい者等の困難さについて、類
似・介助等の体験ができる機会を創出し、各関係機関と連携
し、計画的かつ継続的に「心のバリアフリー」を啓発、推進し
ていくこと。

・障がいに関する理解の促進に向け、心のバリアフリー推進講座に加
え、とよた産業フェスタ等のイベント出展を積極的に進め、広く啓発
していく。また、令和６年度に作成した理解啓発動画を活用してい
く。
・意思疎通の推進を図るため、手話や点字の体験会、意思疎通支援者
養成講座など、意思疎通手段について学ぶ機会や支援者の確保に向け
た取組を進めていく。
（福祉部　障がい福祉課）

・施設のバリアフリー化に関しては、愛知県の人にやさしい街づくり
の推進に関する条例で整備方針等を定めており、愛知県主導のもと、
ホームページ等により届出制度の周知や整備基準への適合率向上に努
めている。
（都市整備部　建築相談課）

・障がい理解・啓発促進事業費（１百万円）

14 重点項目 （１４） 本市が主催するWRCを始めとするビッグイベントや、周辺自治
体における各種イベントにおいて、本市への集客増加を図る施
策を展開すること。併せて、市内商店街やスーパーマーケット
等による独創的な取組を後押しすることで、観光客の回遊性や
利便性を高め、さらなる観光消費の促進につなげること。これ
らを通じて、持続可能な観光振興に取り組むとともに、活力に
満ちた商業振興を図ること。

・ＷＲＣ、アジア・アジアパラ競技大会をはじめ、大規模イベント開
催時には、本市のＰＲにつながるおもてなしイベントを中心市街地を
中心に実施するとともに、商業団体や周辺事業者等と連携し、観光振
興や商業振興に取り組むことで、市内全体での消費喚起につなげる。
（産業部　産業振興課、魅力創造部　観光誘客推進課）

・まちなか賑わい・回遊性向上費（４５百万
円）
・観光まちづくり推進費（３４百万円）
・アジア・アジアパラ競技大会開催支援費
（１１０百万円）
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令和８年度当初予算　議会各会派　要望一覧（公明党）

通番 種別 No. 要望事項 要望に対する対応
主な計画事業

（令和８年度当初予算）
その他参考事項

15 重点項目 （１５） 中小企業・小規模事業者の振興に向けて、本市の特徴や強みを
最大限に活かしながら、官民の多様な機関との連携を一層推進
すること。 また、人材確保への支援、建設・物流分野におけ
る2040年問題への対応、DX・GXの推進、賃上げの促進、事業承
継への支援、資金面・技術面における多角的な支援を行うとと
もに、これらの施策の周知に努めること。

・中小企業の経営力高度化を促進するため、人材育成、人材確保、販
路開拓、事業承継・Ｍ＆Ａ、副業人材の活用等に係る費用の一部を支
援していく。
（産業部　産業振興課、産業人材活躍課）

・就労支援室や女性しごとテラスを核に、若年者、女性、中高年齢
者、外国人など対象者のニーズに合った就労支援に取り組んでいく。
・地域産業の担い手確保を支援するため、高校生や大学生等に向けた
市内就職のＰＲにより地元企業の魅力発信を支援していく。また、企
業の人材確保力強化に向けた伴走支援等の実践を通じて、地域に必要
な支援体制の強化を図っていく。
（産業部　産業人材活躍課）

・中小企業の生産性の向上や省エネへの設備投資を支援していくほ
か、水素など次世代エネルギーの利用に係る先進的な設備導入への支
援制度である「新エネルギー活用促進補助金」の補助対象業種に、
「製品の製造にかかるサービス業」を追加し、地域産業における水素
利用の拡大を図っていく。
・資金面の支援については、令和７年度から施行した成長投資促進条
例に基づく設備投資奨励金により、中小企業等の設備投資の促進を
図っていく。
・また、国の重点支援地方交付金を活用し、全業種を対象とした事業
所等の照明のＬＥＤ化を促進する補助金と、建設業の経営基盤強化に
向け、省人化による生産性の向上を目的とした高度安全機械等の導入
補助金を計上し、支援を図っていく。
（産業部　産業振興課）

・経営力強化支援補助金（１１百万円）
・人材活躍支援補助金(２１百万円）
・就労支援室費（１８百万円）
・若年者就労支援費（９百万円）
・定住外国人就労支援費（５百万円）
・女性就労支援費（４８百万円）
・人材マッチング支援費（３７百万円）
・デジタル人材育成支援費（６百万円）
・設備投資奨励金（４７２百万円）

・新エネルギー活用促進補助金（２００百万
円）
（債務負担行為）
　　期　間：令和９年度
　　限度額：１００百万円

（令和７年度１月補正）
・建設業者高度安全機械等導入促進補助金
（５０百万円 　繰越明許費含む）
・中小事業所等ＬＥＤ照明器具更新支援補助
（１１５百万円　繰越明許費含む）
・中小事業所等ＬＥＤ照明器具更新支援補助
事務費（２０百万円　繰越明許費含む）

16 重点項目 （１６） 地球沸騰化の時代を迎え、気候危機は現実のものとなってお
り、脱炭素社会の実現に向けて、これまで以上の取組が求めら
れている。 本市においてもゼロカーボンシティの実現に向
け、産学官民が一体となってさらなる連携を図り、積極的に新
技術を導入することで、GXを強力に推進すること。

・ゼロカーボンシティの実現に向けて、つながる社会実証推進協議会
等のプラットフォームを活用し、関係企業との連携を推進しながら、
民生部門や産業部門、運輸部門などの支援を実施していく。
・また、県が主催する産学官民連携による「あいちペロブスカイト太
陽電池推進協議会」を通じて、新たに次世代型太陽電池の導入に向け
た実証事業を行うなど、新技術の活用を図っていく。
（企画政策部　未来都市推進課、環境部　環境政策課）

・次世代エネルギーシステム推進費（９２百
万円）
・公共施設太陽光発電設備整備事業費（１３
６百万円）

17 重点項目 （１７） 単身高齢世帯などの増加により、今後は住宅確保要配慮者への
支援が一層重要となる。このため、スピード感をもって住宅政
策と福祉政策が一体となった、入居から退去までを支援するワ
ンストップの相談支援事業を実施すること。また、セーフティ
ネット住宅の登録制度の推進を図るとともに、登録が進むまで
の間を補うための家賃補助制度を創設すること。

・住宅確保要配慮者への支援は、居住支援協議会の構成員である居住
支援法人や行政機関の各部局等が連携して実施していく。
・セーフティネット住宅等の登録を引き続き推進するとともに、家賃
補助制度については、国の支援措置の動向を見極め、必要性を検討し
ていく。
(都市整備部　建築相談課）
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令和８年度当初予算　議会各会派　要望一覧（公明党）

通番 種別 No. 要望事項 要望に対する対応
主な計画事業

（令和８年度当初予算）
その他参考事項

18 重点項目 （１８） 「SDGs未来都市」として、「誰一人取り残さない」持続可能で
多様性と包摂性のある豊田市実現に向け「とよたSDGsパート
ナー」の企業・団体等と協働し、SDGsの理念のさらなる理解啓
発に努め、多くの市民が目標達成に向け行動できるよう、早急
に取り組むこと。また、市民によるSDGsの取組が促進されるよ
う、17ゴール・169ターゲットに関連する全ての分野におい
て、SDGsポイントの付与メニューを大幅に拡充すること。

・とよたＳＤＧｓパートナー制度において自発的な取組を促進し、連
携事業や発信機会を増やすことで、さらなるＳＤＧｓの理解と市民の
行動変容促進を図っていく。
（企画政策部　未来都市推進課）

・様々な事業者にＳＤＧｓポイントの周知、導入支援等を行っていく
ことで、幅広い付与メニューを提供できるようにし、市民によるＳＤ
Ｇｓの取組を促進していく。
(環境部　環境政策課)

・ＳＤＧｓ推進費（２７百万円）
・とよたＳＤＧｓポイント費（１８百万円）

19 重点項目 （１９） 子ども、高齢者、障がい者を始め、市民の誰もが安心して暮ら
せる、安全・安心で犯罪や交通事故のないまちづくりを推進す
るため、防犯対策および交通安全対策を、今後も引き続き積極
的に展開すること。

・愛知県警察、防犯協会など関係機関と連携を図り、第８次豊田市防
犯活動行動計画に基づく各種防犯施策を展開し、安心して生活するこ
とのできる地域社会の実現を目指していく。
・交通事故のうち、特に重傷化につながりやすい歩行者を保護する取
組として、愛知県警察や委嘱事業所など関係機関、団体と協力して、
歩行者保護モデルカー活動を継続して実施するとともに、全市で「と
まってくれてありがとう運動」を展開していく。また、新たに策定す
る第１２次交通安全計画を軸に、各種交通安全施策を展開し交通安全
に取り組む意識を醸成していく。
（地域活躍部　交通安全防犯課）

・防犯協会負担金（５百万）
・自主防犯活動支援費（３百万）
・犯罪抑止活動費（８８百万）
・交通安全市民会議負担金（１４百万円）

20 重点項目 （２０） 中心市街地は、商業を始め、各種業務や居住などの都市機能が
集積し、長い歴史の中で文化と伝統を育み、さまざまな機能を
培ってきた「まちの顔」とも言うべき地域である。再開発の象
徴であるKiTARAは、計画通りの集客には至っていないため、さ
らなる集客増に向けた取組を進めること。また、豊田市駅東口
まちなか広場については、市民からの意見を踏まえて検討する
こと。

・第４期中心市街地活性化基本計画に基づき、ＫｉＴＡＲＡを始めと
する再開発ビル等の各事業主体と連携を強め、中心市街地テナント
ミックス推進事業など集客の増加に繋がる取組を支援していく。
・また、東口まちなか広場については、本市の玄関口に相応しい公共
空間の整備に向け、これまでの広場実証実験の検証結果などをもと
に、整備方針を検討していく。
（産業部　産業振興課、都市整備部　都市整備課）

・商業活性化推進交付金（２３百万円）
・フリーパーキング費（１３８百万円）
・公共空間活用推進費（１５百万円）
・豊田市駅東口駅前広場整備費（２２９百万
円）

6 



令和８年度当初予算　議会各会派　要望一覧（公明党）

通番 種別 No. 要望事項 要望に対する対応
主な計画事業

（令和８年度当初予算）
その他参考事項

21 重点項目 （２１） コロナ禍以降、暮らし方や働き方が大きく変化し、ワーケー
ションやテレワークの導入が進んでいる。こうした状況を大き
なチャンスと捉え、関係・交流人口の増加、山村地域の強みの
発信、移住者のニーズの的確な把握などに取り組み、移住・定
住したくなる魅力ある豊田市を構築すること。

・山村地域への移住・定住や関係人口づくりに向けては、おいでん・
さんそんセンターの総合相談窓口等を通じて相談のあった内容を支所
と共有するとともに、ニーズを的確に捉えた取組を地域と共に進めて
いる。
・移住・定住対策については、山村地域における宅地や賃貸住宅の
ニーズ調査を行い、効果的な施策の検討を進めるほか、総合相談窓口
の運営、空き家・空き地情報バンクや２戸２戸作戦宅地分譲事業の実
施、山村地域活性化住宅の運営など、引き続き移住・定住を促進する
取組を進め、移住者から選ばれる地域づくりを目指していく。
（地域活躍部　総合山村室、関係支所）

・若者及び子育て世代を主なターゲットとして、豊田市の魅力や住み
よさに関する情報を効果的にプロモーションしていく。
（魅力創造部　シティプロモーション戦略課）

・ハローワークとの連携により、移住・定住者に限らず、就労支援セ
ミナーや就労マッチングイベントを実施するなど、雇用の拡大及び就
労機会の創出を進めていく。
（産業部　産業人材活躍課）

・都市と山村の共生推進費（６６百万円）
・定住促進費（１百万円）
・山村地域居住先確保推進費（２２百万円）
・山村地域等空き家再生事業補助金（４０百
万円）
・空き家情報バンク登録促進事業補助金（４
百万円）
・山村地域等空き家活用起業支援事業補助金
（１百万円）
・住宅取得費補助金（１１２百万円）
・山村地域空き家事業活用補助金（５百万
円）

・シティプロモーション推進費（８０百万
円）

22 市長公室 （１） 市公式LINEによる様々な市政情報の発信が進んでおり、市公式
LINEの登録者数も増加している。そこで、市民参画、市民意見
の反映などについても、市公式LINEのリッチメニューを活用す
ること。

・現在、パブリックコメントやＥモニター制度、ホームページでのご
意見・お問合せメールフォームにより市民参画、市民意見の反映を
行っており、いずれの仕組みであってもメールなどにより、いつでも
意見等を市へ送ることができるようにしている。
・市公式ＬＩＮＥにおいては、リッチメニューに限らず、効果的な活
用を検討していく。
（市長公室　広報課）

・ホームページ管理運営費（５２百万円）

23 市長公室 （２） 広報とよたデジタルブックの配信により、必要な情報のスマホ
等での閲覧が可能となっていることから、現在の広報とよた全
戸配布の在り方について検討すること。

・令和４年度にデジタル化推進本部にデジタルデバイド検討部会を設
置し、デジタル技術を利用できる人、できない人で享受するサービス
等に差が生じないことを目指す姿とし、必要な取組を検討した。
・引き続き部会で検討した施策等を具現化していく中で、広報とよた
の全戸配布の在り方についても検討していく。
（市長公室　広報課）

・広報とよた等発行費（８６百万円）

24 企画政策部 （１） 人口減少・少子高齢化社会においても、一定の圏域人口を有
し、活力ある社会経済を維持するため「連携中枢都市宣言」を
行うこと。併せて、連携協約の締結および連携中枢都市圏ビ
ジョンの策定を進め、本市が拠点となる連携中枢都市圏を形成
すること。

・連携中枢都市圏については、広域連携の手法の一つと認識している
が、本市周辺には比較的規模の大きな自治体が集まっており、それぞ
れが都市圏を形成していたり、独自に自律的な都市経営を行っていた
りするため、連携中枢都市圏の枠組にとらわれず、さまざまな分野で
広域連携を進めていく考えである。
（企画政策部　企画課）
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通番 種別 No. 要望事項 要望に対する対応
主な計画事業

（令和８年度当初予算）
その他参考事項

25 企画政策部 （２） 高齢化や運転免許証の自主返納が進む中、移動が難しい市民が
継続的に保健福祉や行政サービスを受けられる環境の整備が求
められている。このため、広大な市域をカバーする手段とし
て、車内で保健指導や健康相談などのサービスを提供する「保
健福祉MaaS」や、行政サービスを提供する「行政MaaS」の導入
を検討すること。

・豊田市つながる社会実証推進協議会のプラットフォームを通じ、次
世代モビリティやシェアリングの利活用、自動運転といった様々な先
進技術実証の推進や多様なモビリティの活用方法を検討することで、
高齢者など、誰もが楽しく快適に移動できる社会の実現を図る。
（企画政策部　未来都市推進課）

・先進技術等移動支援事業費（２２２百万
円）

26 企画政策部 （３） 公共施設において、視覚障がい者の移動支援や合理的配慮とし
て、目的地までの直線距離や方向を音声案内するスマートフォ
ンなどの無料アプリNaviLensの運用を開始すること。

・ＮａｖｉＬｅｎｓなどの新たなサービス等については、ニーズや効
果等を検証するため、情報収集に努めていく。
・また、視覚障がい者等に対する合理的配慮については、第５次障が
い者ライフサポートプランに基づき、心のバリアフリー推進講座やイ
ベント出展時における周知等を引き続き行うことで、啓発を図ってい
く。
（福祉部　障がい福祉課、美術・博物部　美術館、博物館）

・障がい理解・啓発促進事業費（１百万円）

27 企画政策部 （４） 「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」では、自
治体が移住促進や人材確保のための施策を計画的に実施するこ
とが可能となっている。そこで、過疎地域とされた４地区への
移住あるいは就労者に対して奨学金返還支援制度を創設するこ
と。

・山村地域への移住者や就労者については、おいでん・さんそんセン
ターの総合相談窓口を通じて、住まいや生業、暮らしに関する相談や
補助金などの各種支援制度の紹介のほか、関係機関への取次など、山
村地域での暮らしに関する総合的な相談や支援を行っている。奨学金
返還等の支援については、国・県の過疎化対策の動向を注視してい
く。
（地域活躍部　総合山村室）

28 企画政策部 （５） 持続的な山村地域づくりのため、空き家情報バンクの活用によ
る移住・定住の促進や関係・交流人口の拡大などに取り組むこ
と。また、人口減少やそれにともなう生活機能の低下といった
実状を踏まえ、子ども世代を含む地域住民が集落の生活圏の将
来像について考え、合意形成を図るための支援などにも努める
こと。

・持続的な山村地域づくりの実現に向けては、（仮）次期おいでん・
さんそんプランに位置付ける「山村地域に愛着を持つ次世代を育て
る」、「住みたくなる山村地域をつくる」、「山村地域の産業を守
り、育てる」、「幸せに暮らせる支え合いの山村地域をつくる」など
の取組方針に基づき、総合的かつ計画的に取組を進めていく。
・また、自らの地域について具体的に考え、地域ぐるみの主体的な活
動が展開されるよう地域自治システムを基に地域と連携して取組を進
めていく。
（地域活躍部 地域交流課、総合山村室、関係支所）

・山村地域等空き家再生事業補助金（４０百
万円）
・空き家情報バンク登録促進事業補助金（４
百万円）
・山村地域等空き家活用起業支援事業補助金
（１百万円）
・山村地域空き家事業活用補助金（５百万
円）
・都市と山村の共生推進費（６６百万円）
・集落機能維持推進費（１０百万円）

29 企画政策部 （６） 健全財政を維持するため、公共施設等へのネーミングライツ導
入や現行の広告掲載事業のさらなる推進により、財源確保に取
り組むこと。

・広告事業については、これまで着実な成果を挙げており、令和７年
度は、窓口封筒への広告掲載やデジタルサイネージを活用した広告表
示など、計１６件の事業を実施する見込みである。
・令和８年度についても、これまでの取組を評価、検証しつつ、引き
続き広告掲載事業を推進していく。
・また、広告料として市に歳入されるもののほか、広告掲載による印
刷物無料発行等の取組も進めている。
・なお、ネーミングライツについては、歳入確保策の取組の一つとし
て認識しているが、その他の取組も含めて費用対効果を十分検証する
ことが必要と考えている。
（企画政策部 財政課）
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令和８年度当初予算　議会各会派　要望一覧（公明党）

通番 種別 No. 要望事項 要望に対する対応
主な計画事業

（令和８年度当初予算）
その他参考事項

30 企画政策部 （７） 来るべき水素社会の到来に向けた本市の取組について、市民が
未来に希望が持てるような情報の発信に努めること。

・水素社会構築に向け「つくる」「はこぶ」「つかう」の３つの視点
から、官民連携による水素活用の取組を推進すると同時に、市民が
「世界で一番水素をつかえるまち」をイメージできるよう機会の創出
を検討していく。
（企画政策部　未来都市推進課）

・次世代エネルギーシステム推進費（９２百
万円）

31 総務部 （１） 市役所窓口において聞こえづらい市民とのスムーズな意思疎通
のため、軟骨伝導イヤホン等の聴覚支援機器を窓口に設置する
こと。

・令和６年度にヘッドフォン型集音器を市民部と福祉部の所属に設置
している。
・引き続き関係所属と連携しながら、望ましい機器やサービスの研究
を継続し、誰もが安心して円滑な意思疎通ができる窓口を目指してい
く。
（総務部　財産管理課）

32 総務部 （２） 野生鳥獣被害に困っている市民に対し、相談支援や施策を検討
する部署を設置し、幅広い対策を展開すること。

・新たな部署を設置することは考えておらず、産業部や環境部を始め
各所管部局が連携しながら専門的な見地から鳥獣対策に資する事業を
展開していく。
・また、必要に応じて庁内関係部署や警察・猟友会を始めとした関係
機関への連絡、自治区を通じた周辺住民への注意喚起のほか、状況に
応じて、追い払いや捕獲を実施していく。
（総務部　行政改革推進課、産業部　農業振興課、環境部　環境政策
課）

・野生生物共生費（１百万円）

33 総務部 （３） DXをより一層推進することで、業務の効率化が図られるため、
全職員のデジタル技術のレベルアップと新たに必要となるスキ
ルを習得したデジタル人材の育成に取り組むこと。

・ＤＸ人材育成方針に基づき、経営層・管理職を含む全職員及び各部
局のＤＸを牽引する高度人材の両者の育成に取り組んでいく。
（総務部　人事課、情報戦略課）

・デジタル化・スマート化推進費（９５百万
円）
・一般研修費（２２百万円）
・自己啓発研修費（２百万円）
・部局研修費（２百万円）

34 総務部 （４） 市民の利便性向上のため、スマート窓口の拡充に努めること。
また、デジタル化が進む中、高齢者や障がい者などデジタル機
器の扱いに不慣れな市民も、デジタルの恩恵を平等に受けられ
るようデジタルデバイド対策としてデジタル活用支援員を小学
校単位で早急に配置すること。

・スマート窓口の実現に向け、窓口改革ワーキンググループを中心に
取組の方向性をまとめ、市民部、福祉部、こども・若者部を対象とし
た具体策の検討を進めていく。
・また、デジタルデバイド対策については、交流館等でのスマホ教室
等を実施するなど、引き続き関係部署や民間企業とも連携しながら支
援策等を講じていく。
(総務部　情報戦略課)

・デジタル化・スマート化推進費（９５百万
円）

35 総務部 （５） 契約事務については、総合評価方式等、市民感覚にあった適正
な価格、公平、公正、透明性の高い入札制度の探求に努めるこ
と。また、入札不調の削減に向けて、原因調査を実施し、工事
時期の平準化や適正単価の設定など、具体的な対策を講じるこ
と。そして、市内業者の優先度を高めることで、地域経済の活
性化に努めること。

・本市の入札制度は「公平性、公正性、透明性」に優れた一般競争入
札を原則としているとともに、適正価格と品質確保の両立を目的とし
て、総合評価方式、低入札価格調査制度及び最低制限価格制度を導入
している。豊田市公契約条例に基づき、引き続き適正な入札制度の探
求に努める。
・入札不調の削減に向けては、これまでも価格競争で発注する範囲の
拡大、入札参加要件の緩和、指名競争入札の活用等、様々な対策を講
じている。今後も、入札の競争性や履行品質の確保を前提に、制度を
随時見直していく。
・地域経済の活性化についても同条例に基づき、事業者の協力を得な
がら、引き続き市内業者優先の取組を進めていく。
（総務部　契約課）
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令和８年度当初予算　議会各会派　要望一覧（公明党）

通番 種別 No. 要望事項 要望に対する対応
主な計画事業

（令和８年度当初予算）
その他参考事項

36 総務部 （６） 職員は常に市民に寄り添う姿勢を忘れず、事務ミスを防ぐため
に丁寧な業務遂行を心がけ、市民満足度の向上に努めること。
また、変革の時代に対応するため、専門性を有する職員の雇用
も視野に入れつつ、複雑化する行政課題に対応できる職員の育
成に努め、市民のための行政運営を推進すること。

・事務ミス撲滅に向けて、事務改善委員会において原因分析、再発防
止策の検討及び対応策の全庁共有を徹底するとともに、内部統制の強
化を目的とした業務プロセスの点検・評価を行い、不祥事や事務ミス
のリスク低減及び事務の効率化に努めていく。
・毎年行っている窓口アンケートや意識啓発強化週間、研修の実施等
を継続し、市民満足度の向上を図っていく。
・また、専門性を持つ職員の確保、複雑化する課題に対応し得る職員
の育成に関しては、現在行っている社会人採用や副業人材のさらなる
活用に努めるとともに、ＤＸ人材をはじめ、専門性の高い人材の育成
の体系化を図っていく。
（総務部　行政改革推進課、人事課）

37 総務部 （７） 健全な財政運営を推進するため、未利用財産の有効活用を図る
こと。そのため、空き公共施設や跡地の利用については、各部
局と連携し効率的かつ価値ある活用を早急に推進するととも
に、利活用の一環として「マイナス入札」の手法も取り入れる
こと。

・未利用財産戦略的利活用指針に基づき、空き公共施設や跡地利用に
ついては、普通建設事業マネジメント体制により、各部局と連携し、
多様な利活用の促進を図る。
・マイナス入札については、物件の特性を踏まえながら、個別に検討
していく。
（総務部　財産管理課、企画政策部　資産経営課）

・財産管理費（５６百万円）
・公共建築物最適化推進費（７２百万円）

38 総務部 （８） 尿漏れパッド等の使用者が、外出先でも安心してトイレを利用
できるよう、公共施設の男性用トイレにサニタリーボックスの
設置を推進すること。

・施設の利用状況等を勘案し、施設管理者の判断で必要に応じてサニ
タリーボックスの設置を検討する。
・市役所本庁舎の多目的トイレにはサニタリーボックスを設置してい
る。
（総務部　行政改革推進課、財産管理課）

39 総務部 （９） 公用車の事故については、確固たる成果が見られる事故防止対
策及び事故撲滅対策を着実に推進するとともに、公用車の管理
についても適切に実施すること。また、市民の模範となるよう
職員の運転モラルのさらなる向上を図ること。

・公用車の事故防止対策、事故撲滅対策については、職員安全運転推
進委員会の下、全庁に安全運転推進体制を組織し、年間事故抑止目標
を掲げ、以下の取組を行うことで、職員のモラルを向上させ、公用車
事故の撲滅を図っていく。
・職員の安全運転管理を行う立場である、所属長及び正副安全運転管
理者を対象に安全運転講習を受講させ、組織的な安全運転モラル向上
を図る。
・安全運転講習、自動車学校での運転実技講習、ｅラーニング学習、
各所属での安全運転同乗チェック及びドライブレコーダーを用いた平
常時運転チェックなどの実施により、職員の運転技術及び安全意識の
レベル向上を図る。
・事故当事者への対応としては、ヒアリングを実施し、事故状況把握
及び原因分析を行うとともに、自動車学校における運転適性検査及び
運転実技講習を受講させることなどにより、事故再発防止の対策を講
じる。
・公用車管理については、車検・点検、その他の整備を確実に実施す
るとともに、適正な車両台数を保持し、車両の電動化、小型化、安全
運転装置の装備率の向上を図る。
（総務部　庶務課、人事課）

・安全運転推進費（３百万円）
・車両管理費（１０７百万円）

10 



令和８年度当初予算　議会各会派　要望一覧（公明党）

通番 種別 No. 要望事項 要望に対する対応
主な計画事業

（令和８年度当初予算）
その他参考事項

40 総務部 （１０） 投票所におけるバリアフリー対策を望む市民の声がある。高齢
者や障がい者等の配慮を要する人が、車椅子の使用が困難であ
るなどの理由により投票を諦めることがないよう、期日前投票
所を含むすべての投票所において、会場の整備を適切に行うこ
と。

・投票所におけるバリアフリー対策では、簡易スロープや車椅子用記
載台の設置等により投票所の環境整備を行っていく。
（選挙管理委員会事務局）

・県知事選挙事務費
（１１７百万円）
（債務負担行為）
　期　間：令和９年度
　限度額：３４百万円

41 市民部 （１） 豊田市市税条例の規定により、商品であって使用しない軽自動
車等については、軽自動車税は課されないとしているが、中古
自動車販売店が商品として展示しているナンバープレート付き
軽自動車については、判例を基に課税を行っている。これは、
中古軽自動車流通の円滑化を妨げる要因ともなっており、自治
体の判断で非課税としている事例もあることから、本市におい
ても課税を免除すること。

・軽自動車税の課税免除の対象は、判例等を参考に、車両番号(ナン
バープレート)の指定を受けてない車両かどうかで判断しており、現
行の運用を継続することが適当と考えている。
（市民部　市民税課）

42 市民部 （２） マイナンバーカードはデジタル社会の基盤となるツールである
ことから、交付率100パーセントを目指し、さらなる普及拡大
に努めること。そして、カードを日頃から携行し使用してもら
えるよう取り組むとともに、マイナンバーカードを活用した行
政サービスの拡大にも努めること。また、マイナンバーの利
用・管理においては、人的ミスや故意による情報漏えい等が発
生しないよう防止対策を徹底したうえで、カードのスマート
フォンへの搭載についても支援を行うこと。

・マイナンバーカードの取得促進については、市カード交付窓口での
休日窓口を継続するほか、支所・出張所、福祉施設等での出張申請窓
口を開設する。
・公金口座、健康保険証の登録やカード機能のスマートフォン搭載に
ついては、窓口での支援体制を継続していく。
（市民部　市民課）

・マイナンバーカードの活用については、デジタル庁のデジタル社会
の実現に向けた重点計画及びスマートフォンへの機能搭載を踏まえ、
市民サービスの向上に資する活用について継続的に検討を進めてい
る。
・特定個人情報の取扱いについて、人的ミスなどによる情報漏えいを
防止するため、個人情報保護基本要綱や特定個人情報保護評価書に基
づいて厳格に運用するとともに、今後も定期的に職員教育を行う。
(総務部　法務課、情報戦略課、情報システム課)

・個人番号カード交付事務費(１４４百万
円）

43 市民部 （３） 行政窓口の担当者が大切な人を亡くされたばかりの遺族の状況
を少しでも理解した上で、話を聞くことは悲しみを和らげる一
助となる。そのため、家族を亡くした市民に寄り添った対応が
期待できることから、おくやみコーナーの窓口を担当する職員
へのグリーフケアのセミナー等の受講を推進すること。

・おくやみコーナーは、大切な人を亡くされた御遺族が少しでも不安
や負担なく市役所の手続きを行っていただくために設置しており、日
ごろから御遺族に寄り添った対応を心がけている。引き続き業務知識
の習得を始め、様々な研修を受講するなど、より質の高い対応ができ
るよう努める。
（市民部　市民相談課）

・市民相談事務費
（２５百万円）

44 市民部 （４） 相続登記の申請義務化は、所有者不明土地の解消を目指す重要
な政策であるとともに、本市にとっても、課税先が明確になる
ことにより固定資産税の確保が期待できるため、積極的な広報
活動を行うこと。

・名古屋法務局豊田支局と協働して、固定資産税・都市計画税納税通
知書へ相続登記の申請義務化のお知らせを掲載し、所有者不明土地の
解消に向けた取組を行う。また市ホームページに、名古屋法務局のお
知らせやリンク先を掲載している。窓口においても名義変更等の相談
時に紹介しており、引き続き協働して周知していく。
（市民部　資産税課）
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主な計画事業

（令和８年度当初予算）
その他参考事項

45 地域活躍部 （１） 本市では、気象防災アドバイザーからの防災気象情報の提供に
より被害の未然防止につながった経験から、その重要性は認識
されている。しかしその役割は、災害時における防災気象情報
の提供のみでなく、日常的な観測や各所への情報伝達、蓄えた
知識の市民への啓発、子どもたちへの防災教育など幅広く、こ
うした平時からの取組を継続的に重ねていくことは地域の防
災・減災力を増すことになる。そこで、気象防災アドバイザー
を常駐職員として採用及び育成すること。

・災害時等における防災気象情報の提供や警報・注意報発表基準への
アドバイス等、必要に応じて対応していただく現在の任用形態が、気
象防災アドバイザーの負担やコストの観点から、最も効果的であると
考えており、気象防災アドバイザーの常駐化については、現時点では
考えていない。
・ただし、本市の気象防災アドバイザーは、高齢であるため、今後、
洪水や土砂災害等の様々な災害リスクを抱える本市の地域特性や地理
に精通した後継者の確保が課題であることを踏まえ、常駐化している
他自治体の状況や課題を整理し、今後の任用形態について検討してい
く。
（地域活躍部　防災対策課）

・自主防災育成費（５百万円）

46 地域活躍部 （２） 災害用備蓄品管理については、平時は数量や賞味期限などの管
理、災害時は配布先や補充の確認等がシステム上ででき、円滑
な備蓄品管理に効果があることから、DXを導入すること。

・令和８年度から新たなシステムを導入し、平時の災害用備蓄品の数
量や賞味期限等の管理、災害時の物資配布や補充を一元的に行うとと
もに、既に国が整備している「物資調達・輸送調整等支援システム」
と連携させることで、これまで以上に効率的かつ確実な物資供給体制
の構築を図っていく。
（地域活躍部　防災対策課）

・災害対策本部運営費（２５百万円）

47 地域活躍部 （３） 災害関連死を防ぐため、スフィア基準を参考にTKB（トイレ、
キッチン、ベッド）などの整備をさらに推進し、避難所の生活
環境改善に努めること。

・ＴＫＢ（トイレ、キッチン、ベッド）などの整備については、災害
用備蓄物資等配備計画に基づく簡易トイレや段ボールベッドなどの資
機材の計画的な備蓄に加え、社会資本総合整備計画に基づくマンホー
ルトイレの整備や、各企業等との協定を活用しながら対策を講じ、避
難所の生活環境改善に努めていく。
（地域活躍部　防災対策課）

・避難者対策費（３４百万円）
・災害用便槽整備費（６０百万円）

48 地域活躍部 （４） 避難行動の遅れが課題となっていることから、適切な避難行動
につなげるマイタイムラインや避難行動要支援者が確実に避難
するための個別避難計画の作成を推進すること。

・適切な避難行動につなげるマイ・タイムラインの作成支援について
は、愛知工業大学やＮＰＯ法人愛知ネットと連携し、地域の状況や要
望等に応じて柔軟に対応することで、住民のニーズを踏まえた効果的
な作成支援に一層力を入れていく。
・また、マイ・タイムラインについては、風水害版と地震版の作成
キットを用いた作成支援に加え、デジタル化の一環として「緊急メー
ルとよた」とシステム連携を行っている「ヤフー防災速報アプリ」に
備わっているタイムライン作成機能を活用し、引き続き出前講座等に
おいて、受講者のニーズに合わせて啓発していく。
（地域活躍部　防災対策課）

・避難行動要支援者の個別避難計画の作成については、引き続き、自
治区長や民生委員に対して、必要性や手法等を説明するとともに、必
要に応じて地域に個別で説明を行うなど、地域と共働し推進してい
く。
（福祉部　よりそい支援課）

・防災啓発費（９百万円）
・避難行動要支援者対策費（１４百万円）

12 
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（令和８年度当初予算）
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49 地域活躍部 （５） がけ崩れや土石流などの土砂災害から市民の命と財産を守るた
めにも県と連携し、集団を含めた移転・改修支援制度の拡充な
ど、ソフト面の対策を進めていくこと。また、砂防事業（急傾
斜地崩壊対策事業）を県と連携し早急に実施していくととも
に、対象範囲の拡大を県へ要望すること。

・県や県内市町村で構成する「大規模災害時における広域避難検討部
会」において、大規模災害時における広域避難について検討を進めて
いるほか、国や県を始めとする関係機関で構成された「矢作川圏域大
規模氾濫減災総合協議会」において、気象概況や矢作川の減災に係る
取組状況などの情報共有を継続して実施している。
（地域活躍部　防災対策課）

・土砂災害特別警戒区域内の既存住宅の補強等に対応した「住宅・建
築物土砂災害対策改修補助金」と住宅の建替え等による区域外への移
転に対応した「がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金」により支援
を行っていくとともに、集団移転に関する国の制度の動向について注
視していく。
（都市整備部　建築相談課、都市計画課）

・住宅・建築物土砂災害改修補助金（１百
万）

50 地域活躍部 （６） 交通安全対策については、安全意識向上のための施策を積極的
に推進すること。そして、歩行者や自転車利用者の安全を確保
するための信号機の設置や歩道整備、交差点改良を進め、市民
の命を守る取組を引き続き行うこと。また、自転車と特定小型
原動機付自転車の全ての利用者に、乗車用ヘルメット着用を周
知すること。

・「とまってくれてありがとう運動」及び「歩行者保護モデルカー運
動」を推進し、歩行者優先意識の醸成を図っていく。
（地域活躍部　交通安全防犯課）

・地域要望に基づき、歩行者や自転車利用者の安全確保に向け、県公
安委員会に対し、信号機、特に歩行者用信号機の早期設置を要望する
とともに、交通量や危険度などを踏まえ策定した整備プログラムによ
り歩道設置や交差点改良を進めていく。
（地域活躍部　交通安全防犯課、建設部　土木課）

・自転車乗車用ヘルメット購入費補助制度の周知及び自転車安全利用
講習等を通じて、特定小型原動機付自転車も含めた交通ルール、安全
利用の意識を高め、乗車用ヘルメット着用の向上を図っていく。
（地域活躍部　交通安全防犯課）

・交通安全市民会議負担金（１４百万円）
・歩道設置費（３０４百万円）
・交通安全学習センター管理運営費（１９６
百万円）
・自転車乗車用ヘルメット購入費補助金（７
百万円）

51 地域活躍部 （７） 通学路の安全対策は喫緊の課題である。そのため、時間帯通行
規制及び走行速度が遵守されるよう警察との連携強化を図るこ
と。そして、通園・通学路、散歩経路の安全対策における地域
要望については迅速に対応し、子どもたちの安全を確保するこ
と。

・地域要望等に基づく通園路、通学路及び散歩経路等の緊急性・重要
性の高い路線については、警察と連携して、交通規制も含めた交通安
全対策を迅速に実施していく。
（地域振興部　交通安全防犯課）

・通学路交通安全プログラムに基づき、国・県・警察・市の関係機関
との連携による通学路の整備促進、安全確保及び交通安全意識の向上
を図っていく。
（教育部 学校教育課）

・事故防止対策費（３０２百万円）
・通学路整備費 （４２百万円）

52 地域活躍部 （８） 自宅への侵入盗など地域における犯罪の未然防止を図るため、
防犯カメラの設置などへの補助制度を創設すること。また、さ
らなる警察力強化のため、県に対し警察官の増員を要望するこ
と。

・侵入盗などの未然防止を図るためには、地域の防犯環境を整備する
ことも重要であるため、自治区などが防犯カメラを設置する場合につ
いては引き続き補助金制度により支援していく。
・豊田警察署の警察官一人当たりの負担人口は、愛知県内でも特に多
いと認識しているため、引き続き警察官の増員等、警察力強化に関す
る要望を行っていく。
（地域活躍部　交通安全防犯課）

・防犯設備整備費補助金（１２百万）
・主要交差点防犯設備整備費（１４百万円）
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53 地域活躍部 （９） 男女共同参画の取組の推進には、自治体を始め商工会議所、自
治会、防災会議など様々な場面で女性の意見を反映させること
が重要である。そこで、意思決定に関わるポストへの女性の参
画拡大（3割以上）を推進すること。

・クローバープランⅤの主な取組として位置付けている「審議会等に
おける女性参画の促進」の取組を推進し各種審議会等において女性の
登用を図る。
（地域活躍部　多様性社会共創課）

・啓発費（１百万円）

54 地域活躍部 （１０） １０～２０代は生涯にわたる健康の基盤となる心身を形成する
重要な時期であるため、生理の重要性、体重管理等のヘルスリ
テラシー、思春期のメンタルヘルス、自分の身体についての自
己決定権（リプロダクティブヘルス&ライツ）、予期せぬ妊娠
や性感染症の予防、避妊方法を含めた性に関する教育など健康
教育に取り組むこと。また、女性の健康に関する各種の相談・
診断について、アプリやオンライン相談等の体制整備に取り組
むこと。

・若者や働く世代の健康づくりについては、健康づくり豊田２１計画
（第四次）に基づき、学校や民間事業者等との連携による取組や各種
保険事業を実施していく。
（保健部 健康政策課）

・自分の体と心の変化や男女の性について正しく理解すること、自分
の存在や恋愛、結婚を肯定的に捉えること、男女が互いに尊重し合う
気持ちを養うことを目的に、主に中学３年生を対象とした性教育事業
として、豊田市こころとからだの性教育を実施している。
（こども・若者部　おやこ応援課）

・女性の健康に関する相談は、引き続き女性のための電話相談室「ク
ローバーコール」で実施していく。
（地域活躍部　多様性社会共創課）

・健康づくり豊田２１計画推進費(５百万
円）

・こころとからだの性教育費（１百万円）

・相談費（２百万円）

55 地域活躍部 （１１） 従来の身体や生殖の仕組みだけでなく、人間関係や自己決定、
ジェンダーの理解、感染症と性に関する健康、性暴力と安全確
保、人間としての幸せなど「人権尊重」の観点から幅広いテー
マを扱う包括的性教育をキラッ★とよたを中心として、全庁を
挙げて幅広い世代に展開すること。

・クローバープランⅤの取組の１つとして「人権と多様な性への理解
促進」を掲げており、幅広い世代に対しテーマごとに啓発活動や出前
講座等を実施していく。
（地域活躍部　多様性社会共創課）

・啓発費（１百万円）

56 地域活躍部 （１２） 生理の公平の実現に向けて、生理用品の無償配布については、
学校や公共施設、不特定多数の人が利用する施設の女性トイレ
への生理用品の配備に取り組み、必要な時に誰も困らない社会
を目指すこと。また、女性だけでなく社会全体で生理について
の正しい知識の普及や理解促進を進め、必要な時には生理休暇
を取得でき、また生理痛や生理による体調不良の軽減に有効と
されるピル使用の金銭的・精神的負担軽減への対策を講じるな
ど、社会全体で生理の公平に取り組むこと。

・公共施設等のトイレに生理用品を配備することは、現段階では考え
ていない。なお、女性が抱える様々な悩みを解消するため、公共施設
のトイレに専門相談電話カードを設置し、ジェンダー平等推進セン
ターで実施する女性専門相談を案内するとともに、必要に応じて専門
窓口の紹介を行う。
・学校の生理用品配備は、全学校で保健室に常備しており、トイレへ
の配備は、学校の状況に合わせて進める。
・女性が働きやすい環境を整えるため、専門家を派遣することで企業
等が生理休暇制度の策定などについて相談ができる働き方改革アドバ
イザー・講師派遣制度を引き続き実施する。
（総務部　行政改革推進課、財産管理課、地域活躍部　多様性社会共
創課、教育部　保健給食課、産業部　産業人材活躍課）

・働き方改革推進費（アドバイザー派遣費）
（１百万円）
・働き方改革推進費（啓発事業費）（９百万
円）
・働き方改革推進支援補助金（１１百万円）
・相談費（２百万円）
・管理費（２３百万円）

57 地域活躍部 （１３） 深刻化するDV被害者支援のために、相談窓口と保護等の措置ま
でがワンストップで行える機能を持つ、本市独自のDV相談支援
センターを設置すること。

・ＤＶ被害者支援については、豊田市要保護児童・ＤＶ対策協議会の
実務者会議であるＤＶ対策部会を設置し、警察、県、市、母子生活支
援施設などの関係機関が情報の共有を図るとともに、相談から保護ま
での対応を迅速に行い相談者の安全を確保する連携体制が構築されて
いるため、本市独自のＤＶ相談支援センターを設置することは考えて
いない。
（地域活躍部　多様性社会共創課）

・相談費（２百万円）
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58 地域活躍部 （１４） 現役時代に培ったスキルの棚卸しや相談から活躍につなげるま
で、ワンストップで対応する「高齢者活躍地域相談センター」
を設置するとともに、高齢者を受け入れる各種団体と同セン
ターが定期的に連携する「高齢者活躍推進連携協議会」を設置
すること。

・一人ひとりの高齢者が抱える現状、課題、希望は多種多様であるこ
とから、ワンストップで総合的に活躍支援を行うことは難しい状況で
あるため、シルバー人材センターによる就労機会のマッチングを実施
するなど高齢者の活躍につなげていく。
（産業部　産業人材活躍課）

・シルバー人材センター運営費補助金（１百
万円）
・高齢者能力活用推進費補助金（８６百万
円）

59 地域活躍部 （１５） 子どもの母語教育にとっては、家庭の中で保護者が一番自信の
ある言語を使い会話することが、子どもの母語保持に大切であ
ることを広く周知するとともに、家庭への母語教育啓発に取り
組むこと。また、外国にルーツを持つ子どもを育てる家庭を支
援するため、妊娠期から子どもが自立する時期までの関係する
全ての部署が情報を共有し、課題解決に取り組むこと。

・母語保持の重要性の周知及び家庭への母語教育の啓発については、
幼児向け日本語教室や多文化子育てサロンのほか、保育士を対象とし
た研修機会を通じて、保護者や支援者など、こどもの成長を身近で支
える大人を中心に、継続して取り組む。
（地域活躍部　多様性社会共創課・こども・若者部　保育課）

・外国にルーツを持つこどもも含め、こどもを育てる家庭への支援に
ついては、こども・若者計画推進のための庁内会議等を通じて、各所
属の取組及び課題を共有し、連携して解決に取り組む。
（地域活躍部　多様性社会共創課、こども・若者部　こども・若者政
策課、おやこ応援課）

・幼児の日本語学習環境整備費（７百万円）
・多文化子育て支援費（１百万円）

60 地域活躍部 （１６） 自治区役員の高齢化や自治区組織への加入率低下などにより、
自治区運営の先細りが懸念されているなか、自治区組織のデジ
タル化の進み具合の地域格差は著しく広がっている。現在、自
治区組織における備品購入や人的サポートに対する補助金制度
はあるものの、その利用度は様々である。全自治区組織が公平
に最新機器を利用できる仕組みづくり、情報発信力の向上、業
務の負担軽減、効率化をしていくため、全自治区組織に対しデ
ジタル化を推進していくこと。

・自治区役員の負担軽減のため、主に自治区内での回覧や役員との情
報共有を行える自治区運営アプリの導入について、区長会と共に検討
を進めており、協議がまとまり次第、導入を支援していく。
（地域活躍部　地域交流課）

・区長会補助金（２百万円）

61 地域活躍部 （１７） 本市の地域体育館は、各種競技会などで市内外の多くの方に利
用されている。その中で、利用者から近年の異常な暑さへの対
応を望む声がある。そこで、競技には風の影響を受けやすいバ
トミントンや卓球等もあることから、空調設備の整備にあたっ
ては、ランニングコストが低く風が出ない「輻射式冷暖房設
備」の導入も視野に検討すること。

・空調設備導入は、令和９年７月末までの整備完了に向けて、工事発
注・監理を実施していく。
・空調方式は、競技への影響、導入設備費、維持管理費及び工事期間
等の観点から総合的に判断し、対流式空調での導入を想定している。
（魅力創造部　スポーツ振興課）

・体育施設整備費（８１４百万円）

62 地域活躍部 （１８） 消防団は、火災や自然災害時の活動、地域住民への防災意識の
啓発等、安全・安心な地域づくりのため貴重な存在であるが、
団員数の減少が大きな課題となっている。そのため、基本団員
と機能別消防団員の増員に取り組むとともに「豊田市消防団応
援の店」の拡大に努めること。また、女性消防団員の積極的な
活躍の場を作るとともに増員を目指すこと。

・消防団員の確保に向けた取組として、自治区等と連携を図り、地域
における入団の促進活動を支援していく。また、多様な市民の参画を
促進するため、女性、外国人、学生等に対しても入団促進に取り組
む。
・「豊田市消防団応援の店」の拡充を図るため、団員が普段から利用
する店舗などへ登録の働き掛けを行うとともに、すでに登録している
店のＰＲを進め、団員の利用機会を増やす。
・女性消防団員に関しては、各地域やイベントなどでの勧誘活動の実
施により、女性消団員の活躍の場の創出及び増員を図る。
（地域活躍部　防災対策課）

・消防団充実強化推進費（４３百万円）
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63 地域活躍部 （１９） 社会経済の進展に伴い、産業構造や就業構造が大きく変化する
状況の中で、消防団員の増加、消防団の活性化を図るために
は、事業所の被雇用者が入団しやすく、且つ消防団員として活
動しやすい環境の整備が求められ、事業所の消防団活動に対す
る一層の理解と協力が必要であることから、消防庁は「消防団
協力事業所表示制度」を導入・推進している。この制度は、勤
務時間中の消防団活動への便宜や従業員の入団促進など、事業
所としての消防団への協力が、事業所の社会貢献として広く認
められるものであり、事業所の信頼性が向上するとともに、事
業所の協力により地域防災体制の一層の充実が図られることと
なる。市内事業所に対し、「消防団協力事業所表示制度」を広
く周知するとともに、消防団への加入について呼びかけをする
こと。

・「消防団協力事業所表示制度」については、市ホームページや折り
込みチラシを活用し、本制度の趣旨やインセンティブとして入札時に
加算評価される優遇措置などの周知を行っている。また、事業所に対
する消防団への入団促進の呼びかけとして、災害協定締結事業者やＢ
ＣＰセミナーの参加事業者へのチラシやポスターの配布などに取り組
んでいく。
（地域活躍部　防災対策課）

・消防団充実強化推進費
（４３百万円）

64 魅力創造部 （１） 本市が全国初の自治体主催者として開催した2023年のWRCは、
諸課題はあったものの、有料観客席来場者数90,300人、イベン
ト会場来場者数72,400人、沿道応援者数374,200人と国内外か
ら多くの来訪者を迎え、経済波及効果は約80億円となり、一定
の成功を収めた。今後も来訪者がWRCを通して五感で本市の魅
力を感じて頂けるよう、これまで以上に情報を発信し「ラリー
の聖地」として世界から認知されるようWRCの継続開催を目指
すこと。

・２０２６年大会においては、より多くの人にラリーと本市の魅力を
感じもらえる観戦エリアの設定を検討するほか、気軽にラリーの魅力
に触れることができる機会として、パブリックビューイングやリエゾ
ン応援、体験型コンテンツの充実を図っていく。また、メディアやＳ
ＮＳなどを活用し、ラリーのまちの魅力を積極的に発信していく。
（魅力創造部　ラリーまちづくり推進課）

・世界ラリー選手権開催推進費
（１，３０９百万円）

65 魅力創造部 （２） 生涯スポーツ社会の実現を目指すうえで、サイクリングは年齢
や体力に応じて楽しめる点が魅力で、生涯スポーツとして非常
に優れている。身体への負担が比較的少なく、本市の豊かな自
然の中で年齢や性別を問わず参加できることから世代を超えた
コミュニティを築くことも期待できる。そして、自転車のまち
としての取組による商業や自転車業界の活性化などの波及効果
も期待できることから、各観光地にレンタサイクルを設置し、
観光地をつなぐサイクリングロードの整備を行うこと。

・地区観光協会や事業者が、レンタサイクル事業に取り組む場合は、
新規、継続に関わらず、観光振興団体事業補助金等による支援を行う
とともに、観光地間の連携について検討する。
（魅力創造部　観光誘客推進課、地域活躍部　関係支所）

・地域観光協会補助金（１７百万円)

66 美術・博物部 （１） 豊田市美術館・博物館・民芸館への市内外からの来館者の増加
は、まちの賑わい創出にもつながることから、年間パスポート
の普及啓発に努めること。また、市民が美術館・博物館・民芸
館に足を運ぶきっかけづくりとして、年に1回市民に招待券を
配布すること。

・年間パスポートの普及を図るため、展覧会内容の充実をはじめ、気
軽に参加できる事業や美術館・博物館の２館の庭園を活用したイベン
トなどを開催して両館の魅力を高めるとともに、来館者や企業・団体
等に、博物館・美術館・民芸館の３館共通年間パスポートを積極的に
ＰＲし３館の回遊性を高め、まちの賑わい創出にも繋げる。
・市民に招待券を配布する予定は無く、市民が美術館・博物館・民芸
館に何度でも足を運ぶきっかけとなるよう、市内７０歳以上や１８歳
以下の方が無料観覧できることを広くＰＲし、来館者増につなげる。
（美術・博物部　美術館、博物館）

・髙橋節郎館活動費（５百万円）
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67 美術・博物部 （２） 障がいの有無に関わらず誰もが楽しめるユニバーサルな美術
館・博物館・民芸館を目指し、視覚障がい者に向けて全ての情
報を音声ガイダンスで提供するスマートフォン用アプリ
NaviLensを導入すること。また、美術館・博物館・民芸館を訪
れることができない方のために、自宅で作品にふれられるオン
ラインミュージアム等にも取り組むこと。

・美術館・博物館・民芸館ではボランティア、受付・看視スタッフ、
展示ガイドによるユニバーサル対応を進めていると共に、音声機器や
二次元コードによる音声ガイドも実施している。
・障がいのある方や来館が困難な方などに向けた取組は、３館ホーム
ページやＳＮＳを活用した収蔵資料や作品の情報発信に努めていく。
（美術・博物部　美術館、博物館）

・美術館施設管理費（３３１百万円）
・理解活動費（８百万円）
・博物館管理運営費（３４７百万円）
・博物館事務費（１０百万円）
・民芸館管理運営費（３７百万円）

68 美術・博物部 （３） 美術館・博物館・民芸館が、高齢者の社会参加の場として、ま
た、孤独・孤立に陥りやすい若者や高齢者等が気軽に立ち寄れ
る「居場所」となるよう取り組むこと。

・美術館・博物館・民芸館はすべての人に開かれた施設であり、多様
な市民が集い活動する場でもある。展覧会や教育普及事業、イベント
等の開催により、交流や活動機会の場を提供するとともに居場所づく
りやつながりづくりにも寄与している。
・特に博物館の「とよはくパートナー」や美術館の「作品ガイドボラ
ンティア」の活動には若者から高齢者まで幅広く参加しており、両館
を居場所として社会参加や自己実現等を図ることを目的に、活動の継
続と充実に努めている。
・重層的支援体制を活用し、様々な分野と連携して居場所づくりを推
進する。
（美術・博物部　美術館、博物館、福祉部　よりそい支援課）

●美術館
・展覧会開催費（櫃田伸也展）（６百万円）
・展覧会開催費（アンドリュー・ワイエス
展）（５６百万円）
・展覧会開催費（井田照一展）（１４百万
円）
・展覧会開催費（長谷川繁展）（２１百万
円）
・展覧会開催費（春と云々展）（２０百万
円）
・展覧会開催費（常設時別展）（７百万円）
・展覧会開催費（常設展）（６百万円）
・髙橋節郎館活動費（５百万円）
・理解活動費（８百万円）
●博物館
・展覧会開催費（教えて、千田先生！とよた
の城も天下の城も展）（２１百万円）
・展覧会開催費（（仮）養老孟司と小檜山賢
二　虫展）（２５百万円）
・展覧会開催費（（仮）永青文庫の名品展）
（４９百万円）
・展覧会開催費（（仮）はたらく、私らしく
展）（２０百万円）
・展覧会開催費（常設展）（５百万円）
●民芸館
・展覧会開催費（企画展）（１８百万円）
・展覧会開催費（常設展・常設企画展）（３
百万円）

69 こども・若者部 （１） 子どもたちが、大人の目が行き届く環境で自由に安心して過ご
せる場、学習習慣の定着を図るとともに、同世代の友達や大人
との関わりの中で生活習慣や他者への思いやりを学ぶ場、とな
る第３の居場所を設置すること。

・こども・若者計画の重点プロジェクトにおける「多様なこどもの居
場所づくりの推進」を進めていく中で、地域の企業・事業所など多様
な機関と連携し、こどもたちが同世代や大人とふれあうことができ、
遊びや体験を通じて様々な学びや経験ができるような居場所づくりに
取り組んでいく。
（こども・若者部　こども・若者政策課）

・子どもの居場所づくり推進費（４５百万
円）
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70 こども・若者部 （２） 小学校への就学に伴い、登校時間よりも早く出勤する親にとっ
て子どもの居場所に困り、仕事と子育ての両立が困難になる
「朝の小1の壁」の課題がある。こども家庭庁も実態調査を
行ったところだが、本市も実態を把握したうえで、朝の居場所
確保に向けた施策に取り組むこと。

・朝の居場所確保については、国や先進自治体の動向を注視してい
く。
（こども・若者部　こども・若者政策課）

71 こども・若者部 （３） 県立豊田西高等学校の夜間中学校は、中学校を卒業していても
不登校などの理由で十分に学ぶことができなかった人たちの学
び直しの場に加え、第３の居場所としての役割も期待されるた
め、愛知県とともに広く周知に努めること。

・こども・若者総合相談センターＲｅＰＰＯにおける相談対応等をは
じめとする各種機会を通じて、夜間中学校の機能の周知に努めてい
く。
（こども・若者部　こども相談課）

72 こども・若者部 （４） 結婚を希望する若者の出会いをサポートするため、デジタルを
活用したプラットフォームを提供すること。また、結婚支援と
空室が続く市営住宅活用のため、民間事業者に市営住宅の部屋
を貸し付けてリノベーションしてもらい、結婚応援住宅として
割安な賃貸住宅として貸し出す仕組みを創設すること。

・デジタルを活用したプラットフォームについては、広域的に行うこ
とでより効果が高まると認識しており、県が実施するＡＩを活用した
オンライン婚活事業「あいち結婚サポートセンター『あいマリ』」の
利用促進を図るため、当該事業の周知に努めていく。
（こども・若者部　こども・若者政策課）

・市営住宅の一部に家族形成期支援住戸を定め、結婚や子育て等によ
り家族を形成する時期にある世帯向けに割安な賃貸住宅として活用を
しており、今後も目的に沿った適切な運用を続けていく。
（都市整備部　建築保全・住宅課）

・市営住宅管理事務費（３３９百万円）

73 こども・若者部 （５） 若い世代の男女の健康を目指す取組「プレコンセプションケ
ア」について、国は「推進5か年計画」を策定した。そこで、
本市においても地方版推進計画を策定し、性や健康に関する正
しい知識の普及と情報提供、相談支援の充実に努めるととも
に、相談窓口の開設、妊娠可能性検査の補助、小中特別支援学
校へのプレコン出前講座等に取り組むこと。

・プレコンセプションケアの推進は、こども・若者計画においても取
組事業として位置付けており、特に若い世代への啓発を行うととも
に、相談窓口の開設や妊娠可能性検査の補助等の実施について、今後
関係部署や関係機関と連携し、検討していく。
（こども・若者部　おやこ応援課）

・こころとからだの性教育費（１百万円）

74 こども・若者部 （６） 妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業の実効性を高
めるため、利用者に産前・産後ケアや家事支援などサービス等
の利用負担軽減のクーポンでの受取りを推進すること。

・子ども・子育て支援法に基づく妊婦のための支援給付は、支払方法
が「現金その他確実な支払の方法で内閣府令で定めるものにより支払
うものとする。」とあることに加え、現金給付を望む声も多いことか
ら、現金給付を継続していく。
（こども・若者部　おやこ応援課）

・妊婦のための支援給付金給付事業費補助金
（２９４百万円）

75 こども・若者部 （７） 産後の母親の中には、早期の仕事復帰などの事情で、外出先で
自ら母乳を搾る搾乳が必要な人がいるが、周囲からの不審を理
由に一人での授乳室の利用をためらう場合がある。そこで、気
兼ねなく授乳室を利用できるよう授乳室を設置している公民の
施設に対して「搾乳できます」という表示を推進すること。

・本庁舎内の授乳室は表示済み。その他の公共施設及び市内商業施設
の一部に対して、授乳室に搾乳が可能であることを示すサイン表示な
どの協力を依頼をしている。
・あわせて、授乳室で搾乳ができる環境づくりに関するホームページ
を開設し、市民等に対し搾乳の必要性やその他の民間施設等への搾乳
マーク等の表示の協力を依頼している。
（こども・若者部　おやこ応援課）
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76 こども・若者部 （８） ５歳の時期は、言葉の理解度や社会性が発達することから、発
達障がいが認知されやすいこと等を踏まえ、発達障がいを早期
に発見し、安心の就学（小学校入学）につなげるために「5歳
児健診」を実施すること。また、保護者が子どもの発達障がい
を受け入れられずに、必要な支援につながらない場合がある。
このような保護者に寄り添い障がいの理解を深め、子どもを支
援につなぐ体制を構築すること。

・令和８年度から５歳児健診を実施し、こどもの特性を早期に発見
し、特性に合わせた適切な支援を行うとともに、生活習慣、その他育
児に関する指導を行い、こどもの健康の保持及び増進を図る。
・また、こども発達センターを中心に実施している早期療育支援にお
いて、引き続きこども園等と連携を図り、必要な支援に繋がるよう保
護者の障がいの受容へのアプローチも含めて取り組んでいく。
（こども・若者部　おやこ応援課、福祉部　障がい福祉課）

・妊産婦・乳幼児健診費（４０９百万円）
・福祉事業団運営費補助金（１，５０５百万
円のうち一部）
・こども発達センター費（２３５百万円）

77 こども・若者部 （９） ジェンダーステレオタイプは幼児期から見られるとする研究結
果が発表されている。そのため、ジェンダーバイアスに縛られ
ることなく尊重し合いそれぞれの個性を自由に発揮できるよ
う、ジェンダー平等に関する保育者への研修や保護者への学び
の機会、色や玩具などジェンダーニュートラルな保育環境の整
備等に取り組むこと。

・園長会においてこどもを尊重する保育の実現に向けて共通理解を図
るとともに、各園において、園全体でこどもの人権や人格尊重に関す
る認識の共有を図るよう取り組んでいる。また、研修において人権や
男女共同参画社会についての理解を深め、こども一人一人の人権を尊
重する保育を目指し取り組んでいる。
（こども・若者部　保育課、地域活躍部　多様性社会共創課）

・広く市民を対象とした「さんかくフェスタ」や、企業・公共施設等
に配架される情報誌「クローバー」などで取り上げることにより、子
育て世代をはじめ、幅広い世代に対し意識啓発等を実施していく。
（地域活躍部　多様性社会共創課）

・啓発費（１百万円）
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78 こども・若者部 （１０） 現行制度では春季・夏季休業保育は育児休業中の継続在園の利
用対象外となっている。育休に入る時期により、利用できる
サービスに違いが出ている状況は改善が必要であるため、継続
在園の利用者も春季・夏季休業保育を利用できるようにするこ
と。

・長期休暇期間においては、安全・安心な給食を提供するため、この
期間を利用して給食調理場のメンテナンスなどを行っている。また、
就労していない保護者には家庭での保育をお願いし、できるだけこど
もと一緒にいる時間を増やしていただいる。このため、育児休業中で
家庭保育が可能な方に対しても同様のお願いをしている。
・今後は、就労していない保護者でも預けることができるようになる
「こども誰でも通園制度」の本格実施を踏まえ、必要な支援を見極め
長期休暇期間中における利用拡大について検討していく。
（こども・若者部　保育課）

79 こども・若者部 （１１） 保育の多様性を実現し、全ての子どもと保護者が希望する幼児
教育・保育が受けられる環境を整えるため、利用しやすさに配
慮した病児・病後児保育、居宅訪問型保育事業、児童発達支援
事業を併用する障がい児保育園の設置に早急に取り組むこと。

・「病児・病後児保育」については、現在病児保育を実施する３施設
において利用者ニーズに対応できている状況にあると認識しており、
拡大の予定はない。
・また、居宅訪問型保育事業と児童発達支援事業を併用する施設の設
置については、女性の社会進出に伴い、就労を継続しながら、障がい
のあるこどもに適切な療育を受けさせたいというニーズに応える手段
の一つであると認識している。
・本市では、障がい児保育について、こども発達センターと連携しな
がら、各こども園において適切に実施できる環境を整えていくととも
に、障がい児を含めた特別な支援を必要とする児の受入についても、
インクルーシブ保育の推進を目指し、受入体制の整備を行っていく。
（こども・若者部　保育課）

・病児保育事業費（３４百万円）

80 こども・若者部 （１２） 育休後の円滑な職場復帰に向け、こども園入所枠を事前に予約
できるようにすること。

・年度途中の待機児童が解消されていない中での入園枠の事前予約実
施は、更なる待機児童の増加につながるため、現時点においては実施
は考えていない。
（こども・若者部　保育課）

81 こども・若者部 （１３） 多胎児育児はより支援が必要であることから、育児が困難な状
況であるかないかに関わらず多胎児であることを入園要件に追
加すること。また、出産予定月前の保育期間の延長、産後多胎
パパママ教室の開始、ミルク、おむつ等の費用や育児サービス
費用の補助など多胎児家庭の育児支援を拡大すること。

・妊娠期に実施している多胎パパママ教室では、妊娠期だけでなく出
産後の生活を含めた内容で実施している。また、妊娠期から子育て期
まで地区担当保健師等が電話や家庭訪問をしており、さらに多胎ピア
サポーターによる相談支援及び健診同行、交流会を行う多胎妊産婦等
支援事業などにより、多胎児家庭の育児不安の軽減を図っている。
・多胎児家庭に対する育児支援として、出産要件によるこども園の入
園期間の延長、入園調整における加点を行っている。そうした中で、
なお育児が困難な状態で、入園が必要な家庭であると判断される場合
には、最優先で入園できる体制も整えている。したがって、入園要件
の多胎児の追加、出産予定月前の保育期間の延長の実施は考えていな
い。
・また、令和７年度から３か所で実施している「一時保育プラス」に
おいて、多胎児育児支援として利用日数を増やし保護者の負担軽減を
図っており、令和８年度は２施設の受入れ人数の拡大も図っていく。
（こども若者部　おやこ応援課、こども相談課、保育課）
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82 こども・若者部 （１４） 子どもの性犯罪被害を防ぐため、絵本のように読み聞かせでき
る教材を3歳児健診などで配布すること。

・３歳児健康診査などで性犯罪被害を防止するための教材を配布する
ことは考えていないが、こども園で実施している児童虐待防止プログ
ラムの中で、性犯罪被害の防止についても啓発している。
（こども・若者部　おやこ応援課、こども相談課）

・児童虐待防止対策費（６百万円）

83 こども・若者部 （１５） 成人年齢の18歳への引き下げにより、18・19歳の消費者トラブ
ルが増加している。18歳を迎えた新成人に対し、お祝いのメッ
セージを送付し、その中に成人の責任を知らせる「お知らせ」
を同封すること。

・１８歳の新成人にメッセージを送る予定はないが、消費生活講座の
開催や、テレビ、ラジオを通じた情報提供に努め、若年層も含めた市
民各層への啓発活動に引き続き注力していく。
（市民部　市民相談課、こども・若者部　こども・若者政策課）

・消費者啓発費
（５百万円）

84 こども・若者部 （１６） 窒息や転落などの「不慮の事故」により、14歳以下の子どもが
毎年約200人亡くなっている。こども家庭庁は、改訂版「子ど
もを事故から守る！事故防止ハンドブック」を作成し、0～6歳
までの発達段階に応じて発生しやすい事例を一覧表で紹介して
いる。この冊子には、「窒息・誤飲」、「転落・転倒」、「自
動車・自転車関連」、「水まわり」、「やけど」などについ
て、それぞれ事例と発生しやすい年齢、予防法などを示す「注
意ポイント」がまとめられている。子どもを不慮の事故から守
る正しい知識を身に付ける一助にするため、子育て世帯に配布
すること。また、転落防止に向け、子どもが窓を容易に開けら
れないようにする補助錠を子育て世帯に配布すること。

・子育て世代への事故予防の啓発として、母子衛生研究会作成の冊子
である「わが家の安心ガイドブック」を３・４か月児健診で配布して
いる。この冊子は、こども家庭庁作成のハンドブックを網羅した内容
であり、こどもを不慮の事故から守る一助となっている。
・また、転落事故防止を目的とした補助錠の配布については、その原
因が家具の配置や窓の管理など補助錠の配布のみで防止できるもので
はないことから、実施することは考えていない。
（こども・若者部　おやこ応援課）
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85 環境部 （１） ゼロカーボンシティ宣言都市として、CO2排出量実質ゼロを目
指すため、民間活力によるPPA活用など、施設ごとに最適な方
法によりCO2排出量削減を目指すこと。また、CO2を「分離・回
収」して「有効利用」、「貯留」するCCUSは、CO2を大量削減
できる技術として期待されており、こうした先端技術を検証し
本市に合った技術を速やかに導入すること。そして、本市がゼ
ロカーボンシティを表明し、温暖化対策を積極的に進めている
ことを、より多くの市民と共有し、それぞれが環境配慮行動を
実践できるよう、取組をさらに推進すること。

・公共施設のＣＯ２排出削減については、施設の状況に応じて、リー
スやＰＰＡなどの民間活力を活用しながら、引き続き、照明のＬＥＤ
化や、省エネ設備への更新、太陽光発電設備の導入を計画的に行って
いく。
・新技術の導入については、ＣＣＵＳなどの情報収集に努めるととも
に、新たに次世代型太陽電池の導入に向けた実証事業を行うなど、い
ち早くまちづくりに導入できるよう推進していく。
・市民の環境配慮行動については、引き続き、市民運動として「とよ
た・ゼロカーボンアクション」を展開し、節電や３Ｒ（リデュース、
リユース、リサイクル）等の環境配慮行動を促していく。
（環境部　環境政策課、企画政策部　未来都市推進課）

・公共施設太陽光発電設備整備事業費（１３
６百万円）
・公共施設太陽光発電設備整備事業費補助金
（１７７百万円）
・公共施設省エネ化推進費（９百万円）
・地球温暖化防止対策関連費（うちとよた・
ゼロカーボンネットワーク負担金）(１０百
万円)

86 環境部 （２） 循環型社会の実現に向け、リユーススポットに持ち込める不用
品の種類を増やすなど、取組の拡充に民間と協働で取り組むこ
と。また、市民のリユースへの意識啓発に努めること。

・多くの民間のリユース事業者でも不用品の買取り等をしており、民
間事業者等の取組の情報収集をしながら、効果的な共働の取組実施の
可能性を検討していく。
・また、イベントへの出展等などにより、ごみとして出された不用品
のうち、まだ使えるものを展示・販売することで、物を長く大切に使
う市民のリユースへの意識啓発に努めていく。
（環境部　循環型社会推進課）

・リユース事業費（９百万円）

87 環境部 （３） 環境に配慮した住宅（スマートハウス・ZEH）については、新
築だけでなく、既存住宅におけるスマートハウス化・ZEHレベ
ル化改修の推進も重要であることから、その支援のための十分
な予算を確保するとともに、市民へのさらなる周知に努めるこ
と。また、公共施設においても、新築・既存を問わず、新たな
技術の活用も視野にZEB化を導入すること。

・新築については、スマートハウスやＺＥＨに加え、新たにＧＸ志向
型住宅に対する補助区分を設けるとともに、既存住宅については、住
宅省エネ改修補助の予算規模を拡充し、より多くの市民へ支援を行っ
ていく。
・また、市民への周知として、啓発冊子の配布や、住宅販売事業者と
の連携等により、市民への普及啓発に努めていく。
・公共施設においては、新築や建替え施設は、公共建築物個別施設計
画に基づき、原則ＺＥＢ　Ｒｅａｄｙ相当以上として、運用ルール等
を定めるとともに、長寿命化改修施設については、ＺＥＢ改修の研究
を引き続き行うほか、更なる省エネを図るための施設診断を行う。
（環境部　環境政策課）

・スマートハウス普及促進費（２百万円）
・スマートハウス化設備設置費等補助金（６
７百万円）
・家庭用燃料電池設置費補助金（３百万円）
・家庭用蓄電池設置費補助金（５０百万円）
・住宅省エネ改修費補助金（１５４百万円）
・公共施設省エネ化推進費（９百万円）

88 環境部 （４） 脱炭素型のライフスタイへルの転換を大きく進めるため、環境
配慮行動（食・住まい・衣料・循環・移動）に対するSDGsポイ
ントの付与メニューを拡大すること。

・脱炭素型のライフスタイルへの転換に向け、環境配慮行動を促進す
るため、ＳＤＧｓポイントの運営システムの見直しや、市民及び市内
事業者に対して新たなＳＤＧｓポイント制度の周知や導入促進のため
の支援を行っていく。
（環境部　環境政策課）

・とよたＳＤＧｓポイント費（１８百万円）

89 環境部 （５） 高齢化の進展により大人用紙おむつの利用者が増加し、使用済
み紙おむつの処分が課題となっている。ごみ減量の可能性、資
源としての有用性が期待できることから、本市においても速や
かに使用済み紙おむつのリサイクル事業を開始すること。

・今後、高齢化が進む本市において、紙おむつの発生量が増加するこ
とが想定されるため、再生利用に向けて検討していく。
・そのため、令和８年度には事業者から排出される使用済み紙おむつ
の排出実態等の調査を実施する。
（環境部　循環型社会推進課）

・ごみ減量啓発費（６百万円）
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90 環境部 （６） 食品ロス削減に対する市民の意識啓発のために、賞味期限が近
い商品を扱う食品ロス削減無人販売機「fuubo」の市役所への
設置や外食時の食べ残しを自己責任で持ち帰る「mottECO」運
動を展開すること。また、食品製造工程で発生したロスや小売
業・食品製造業における返品・過剰在庫等の余剰食品のフード
バンクへの寄附など、官民を挙げた食品ロス削減の取組を加速
するため、食品関連事業者や消費者、行政が構成員となる情報
連絡会を設置すること。

・市民運動として実施する「とよた・ゼロカーボンアクション」の一
環として、市内関係団体などと情報や課題の共有を図りながら、「手
前どり運動」などの食品ロス削減の取組を展開していく。
・また、団体や事業者のフードドライブ活動を支援するなど、市民の
実践行動を促す取組を進める。
・これらの取組の加速に向け、「とよた・ゼロカーボンネットワー
ク」で、参画団体と情報や課題の共有を図っていく。
（環境部　循環型社会推進課）

・食品ロス削減推進費（１百万円）

91 環境部 （７） 海洋汚染や生態系に悪影響を及ぼすプラスチックごみの削減に
ついて、市民の意識啓発に努めること。また「プラスチック資
源循環促進法」の成立を受け、現在可燃ごみとして回収してい
るプラ製品をプラスチック資源として一括回収し、リサイクル
を促進する仕組みを構築すること。

・製品プラスチックの回収及び再商品化は令和９年４月開始を目指し
て準備を進めている。
・収集方法は、分別を増やすのではなく、現在、分別収集しているプ
ラスチック製容器包装と合わせて同じ袋で収集し、国の指定法人に再
資源化を委託する予定である。
・３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）の取組も引き続き推進
し、プラスチックごみの削減に取り組んでいく。
（環境部　循環型社会推進課、清掃業務課）

・プラスチック資源化推進費（２０百万円、
債務負担行為）
・ごみ収集事業事務費（８４百万円）

92 環境部 （８） ごみ分別については、3R推進のうえからも子どもの頃からの意
識付けが必要である。そこで、育児中の父母、転入者、小中学
生、外国人等を対象に、基本的なごみ分別方法やごみ排出ルー
ル等を具体的に説明する「ごみ分別体験講座」を実施するこ
と。

・３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）の推進に向け、引き続
き小中学校や自治区、外国人就労団体、環境活動グループなどに講師
を派遣する出前講座などで雑紙分別啓発のカードゲームなどにより、
具体的な事例を交えた啓発をしていく。
・また、転入者にはごみガイドブックやごみ分別アプリのチラシを配
布するなど、様々な機会を捉えてごみの分別やごみの排出ルール等の
啓発を図っていく。
（環境部　循環型社会推進課）

・ごみ減量啓発費（６百万円）
・分別収集啓発費（５百万円）

93 環境部 （９） 高齢化によりごみ出しが困難な市民が増加しているため、ふれ
あい収集対象者のさらなる拡大に取り組むこと。また、市民に
とって利便性が高い戸別収集は、ごみ分別の意識が高まること
で、ごみの減量化が進むとの指摘もあることから、実施可能な
地域を選択し導入すること。

・ふれあい収集は、要支援２までを該当要件とし、支援を実施してい
る。今後も、更なる制度の周知を図り、ごみ出し困難な市民の支援を
行っていく。
・戸別収集については、収集効率や収集車両、人員体制など多くの課
題があり導入は考えていない。
（環境部　清掃業務課）

・ふれあい収集事業費
（１百万円）

94 環境部 （１０） 燃やすごみ袋については、一人暮らし世帯の増加にともない
「小」より小さいごみ袋を望む声が多いことから、市民ニーズ
に対応した形状に改善すること。また、金属ごみの回収は月1
回であるため、隔週回収やリサイクルステーションでの回収
等、回収の機会を増やすこと。

・燃やすごみ袋「小」より小さいごみ袋については、引き続き市民
ニーズを把握し、必要性について適切に判断していく。
・金属ごみの回収機会の増加については、ごみステーションからの回
収頻度の増加には、収集車両、作業人員配置などに課題がある。
・リサイクルステーションでの回収は、上記の課題に加え、回収品の
保管面積の確保が難しく、現状では実現が困難である。
・引き続き市民二ーズを把握し、回収機会の増加の必要性について適
切に判断していくとともに、お知らせ機能のある「資源・ごみ分別ア
プリ」の普及を通じて、金属ごみ回収日の周知徹底を図っていく。
（環境部　清掃業務課、循環型社会推進課）

・分別収集啓発費（５百万円）

23 



令和８年度当初予算　議会各会派　要望一覧（公明党）

通番 種別 No. 要望事項 要望に対する対応
主な計画事業

（令和８年度当初予算）
その他参考事項

95 環境部 （１１） 「豊田市不良な生活環境を解消するための条例」に基づき、問
題のある家庭等が不良な生活環境にならないように、推進委員
の訪問等により未然防止に取り組むとともに、既に問題が発生
している家庭については、早期から福祉部と連携した支援を行
い解決に当たること。

・不良な生活環境の相談については、速やかに現地確認するととも
に、必要な支援や指導等を行うことで未然防止に努めていく。
・既に問題が発生している家庭については、要因が様々であることか
ら、庁内関係課及び関係機関（地域包括支援センター、自治区等）と
連携するとともに審議会からの意見を踏まえ対応し、早期解決に向け
取り組んでいく。
（環境部　環境保全課）

・不良な生活環境解消推進費（２百万円）
・人件費（不良な生活環境を解消するための
審議会委員報酬）（１百万円）

96 環境部 （１２） ムクドリによる鳴き声や糞などで周辺住民に被害が生じてい
る。現在はムクドリが集まる場所（中心市街地や街路樹など）
ごとに所管する部署が対策を行っているが、その効果によりム
クドリが移動し別の地域で被害が発生する状況にある。そのた
め、環境問題として、環境部を中心に面で対策を行う体制を構
築すること。

・ムクドリの対策については、全国的にも課題となっており、個体数
の抑制や飛来の誘導など、画一的に有効な対策はなく、現状では、ね
ぐらとなる樹木を伐採するなど、被害が発生している場所の個々の実
情に合わせた対応が最善であると考えている。
・そのため、中心市街地においても、施設を所管する部局を中心に、
関係部局が連携して対応している。
・今後、中心市街地以外の場所で被害が発生する場合も、その場所の
実情に応じた体制での対応が必要と考えている。
（環境部　環境政策課）

97 福祉部 （１） 超高齢社会にあって、介護人材の確保は喫緊の課題である。そ
こで、介護職員の負担軽減や介護の質の向上等が期待できる
「先進的介護北九州モデル」や本市の地域リハイノベーション
センターの取組を参考に、行政が市内介護事業所におけるICT
や介護ロボットを活用した効率的な介護の後押しをする体制を
構築すること。

・介護事業者を対象に開催している介護人材支援基礎研修において、
生産性向上に向けた取組の大切さを伝えるとともに、ＩＣＴ・ロボッ
ト導入に当たっては、事業所における業務分解と運営法人の介護理念
に沿うことの重要性を啓発していく。また、「先進的介護北九州モデ
ル」における「北九州市介護ロボット等導入支援・普及促進セン
ター」の役割については、県が設置した「あいち介護生産性向上総合
相談センター」が担っており、その周知をしていく。
・事業者における取組がさらに進むよう引き続き周知、相談対応に努
めていく。
（福祉部　介護保険課）

・介護人材確保事業費（１６百万円）

98 福祉部 （２） 認知症の人に寄り添うケア技術であるユマニチュードは、本人
の心理症状の改善や介護者の負担軽減などの効果が期待でき
る。そこで、ユマニチュードについて講座を開催するなど、介
護事業者のみでなく広く市民への周知に努めること。

・ユマニチュードは認知症対応の有効なケア技法のひとつであると認
識しているが、本市では、認知症の人への関わり方について、全国
キャラバン・メイト連絡協議会の標準教材で示された技法を用いてい
る。
・いずれの技法も、認知症の人の尊厳を中心に置いた優れたものであ
るが、本市では、啓発の継続性を考慮し、引き続き現在のケア技法を
用い、認知症サポーター養成講座等を通じて幅広く市民に啓発してい
く。
（福祉部　高齢福祉課）

99 福祉部 （３） 高齢者が送迎付きでショッピングセンターなどで買い物をし、
体操や健康状態をチェックする「買い物リハビリテーション事
業」は、家に閉じこもりがちになったり、健康管理を疎かにす
るのを防ぐとともに、買い物に出かけにくい高齢者の支援にな
るという効果がある。そのため、介護事業所などと連携し「買
い物リハビリテーション事業」を介護予防事業として取り組む
こと。

・介護予防の取組の中で、買い物リハビリテーションも一つの手段だ
と考えている。
・本市でも、指定介護サービス事業所それぞれが環境に合わせ工夫を
凝らしてサービスを提供しており、デイサービスと買い物を連動させ
て介護予防に取り組んでいる事業所もあることから、現時点で「買い
物リハビリテーション」を事業として取り組む予定はない。
（福祉部　介護保険課）
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100 福祉部 （４） 超高齢社会の進展や単身世帯の増加等により、認知症の早期発
見の取組の必要性が高まっているため、認知症検診事業として
「脳の健康度測定」を実施すること。そして、認知機能の低下
により生活に支障をきたしていると判断された人については、
本人や家族に寄り添った包括的なサポートを実施すること。

・認知症検診の導入については、引き続き国や他自治体の動向を注視
し、有効な手法を調査していく。
・認知症の早期発見に向けては、認知症啓発用リーフレット「これっ
てもの忘れ？」を配布し、年に１度以上のセルフチェックを推奨する
ほか、認知症サポーター養成講座などを通じ、家族や周囲の人に認知
症のサインへの気づきを促し、かかりつけ医や地域包括支援センター
への相談につなげる取組を行っていく。
・認知機能の低下により生活に支障をきたしていると判断された方に
対しては、介護保険サービス等を始めとする生活支援や、身近な場所
で開催されている認知症カフェや認知症介護家族会を紹介し、包括的
なサポートを行っていく。
(福祉部　高齢福祉課）

・地域包括支援センター運営費(９２３百万
円）

101 福祉部 （５） 子育てや介護により離職することなく働き続けることができる
社会の実現を目指すうえでは、ダブルケアへの対応は重要であ
る。実態を把握するとともに、本人の気づきを促すため、リー
フレットや講座などによる周知に努めること。

・高齢者のいる世帯へは、必要に応じて地域包括支援センター職員に
よる訪問を行い、リーフレット等により介護サービス制度や認知症へ
の理解を促していく。
（福祉部　よりそい支援課）

・誰もが働きやすい環境を整えるため、専門家を派遣することで企業
等がダブルケアへの理解促進や育児介護休暇制度の充実などに向けた
取組を推進できるよう、働き方改革アドバイザー・講師派遣制度を引
き続き実施する。
（産業部　産業人材活躍課）

・働き方改革推進費（１０百万円）
・働き方改革推進支援補助金（１１百万円）

102 福祉部 （６） ヤングケアラーへの支援においては、社会的認知度の向上に努
めるとともに、関係機関が連携し重層的に関わり適切な支援に
つなげること。また、障がい者や高齢者などをケアする全ての
ケアラーが孤立することがないよう、社会全体で支えることの
意思表示として大きな意義がある「ケアラー支援条例」を制定
すること。

・ヤングケアラーについては、こどもたちに日常的に接している学校
の教員に対してチェックリストの活用を促し、早期発見・対応に努め
ている。また、こども自身も含めた社会的な認知度を向上するため
に、こどもの権利とも絡めながら各種啓発を引き続き実施していく。
（こども・若者部　こども相談課　教育部　学校教育課）

・ケアラー支援については、重層的支援体制推進事業等による包括的
な支援体制の中で、世帯の状況に応じた適切な支援につなげていく。
・ケアラー支援条例については、他市の動向を注視しつつ、条例制定
の効果等を確認し制定の必要性を判断していく。
（福祉部　よりそい支援課）

・重層的支援体制整備事業費　多機関協働費
（６４百万円）
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103 福祉部 （７） ひきこもりは、当事者や家族の孤立にもつながり、その対応の
難しさから「地域福祉の最後の課題」とされている。まずは、
市内に潜在的にいる声を出せない当事者や家族の実態を知る必
要があることから、市独自の実態調査を行い、支援策を講じる
こと。

・８０５０問題に代表されるひきこもりの把握については、包括的相
談事業による困り事相談や、地域包括支援センター及び民生委員等に
よる各地域での見守りを通じて、情報収集および早期の支援体制構築
を行い、課題解決を図っていく。
（福祉部　よりそい支援課）

・令和５年度に実施した「こども・子育て、若者に関する市民意向調
査」において、若者の外出頻度等の実態調査を実施した。こども・若
者総合相談センターＲｅＰＰＯの利用者のニーズや状況も踏まえ、困
難を抱えるこどもや若者を包括的に支援していく。
（こども・若者部　こども相談課）

・こども・若者支援対策費
（６０百万円）

104 福祉部 （８） 障がい者や高齢者の移動補助事業については、１/２補助では
なく全額補助とする等、さらなる支援策の拡充を図ること。

・障がい者、高齢者を対象としたタクシー料金助成券の利用に当たっ
ては応分の負担が必要と考えているため、全額助成への変更は考えて
いない。
・ひとり暮らし高齢者等移動費助成の対象者については、令和３年度
から対象範囲をこれまでの在宅で介護認定を受けたひとり暮らしの高
齢者に加え、介護認定を受けた昼間独居や運転免許証を有しない世帯
の高齢者に拡大している。
（福祉部　障がい福祉課、高齢福祉課）

・障がい者タクシー料金助成費（３５百万
円）
・ひとり暮らし高齢者等移動費助成費（３５
百万円）

105 福祉部 （９） 障がい者に対する公共施設における利用料金の割引（無料、半
額、一部）は、一部に限定されている。そのため、障がい者の
外出機会の増加や心身の健康づくりをさらに支援するため、全
公共施設利用料金を無料化すること。

・公共施設の利用料金の割引については、各施設の設置目的等に応じ
て各施設で検討されるものであり、利用料金の額も応益負担における
適正な範囲であると考えている。
・なお、障がい者の外出機会の増加や心身の健康づくりの支援とし
て、引き続き障がい者教養教室や障がい者作品展を開催していく。
（福祉部　障がい福祉課）

・教養教室等開設費（６百万円）

106 福祉部 （１０） 古瀬間聖苑での残骨灰に含まれる有価物について、価値を適正
に評価した取り扱いを検討すること。また、売却金について
は、斎苑の整備工事のほか、施設の維持管理や周辺の環境整備
に要する費用などのみに限定し活用すること。

・従来から委託してきた残骨灰処理業務に、令和７年度から残骨灰に
含まれる有価物を精錬した上で市へ返還する業務を追加した。返還さ
れた有価物は令和８年度に売却し、その歳入を古瀬間聖苑の管理運営
費及び古瀬間聖苑の施設整備費に充当する予定である。
（福祉部　やすらぎ福祉総務課）

・古瀬間聖苑費管理運営費（１８２百万円）

107 福祉部 （１１） 働く能力があるにも関わらず、障がいや病気など個々の状況等
から長時間の就労が難しい方を、超短時間雇用モデル（週20時
間未満（超短時間））により就労を可能とするため、課題解決
のサポート、企業の実態調査や協力企業の開拓などにより障が
い特性に考慮した働き方を創設し、雇用が促進されるよう、こ
の制度を周知徹底すること。

・民間企業での障がい者の雇用促進に関しては、重度身体障がい者、
重度知的障がい者及び精神障がい者である特定短時間労働者が雇用率
の算定対象となることの周知を始め、ハローワーク等と連携して、ダ
イレクトメールによる啓発チラシを通じて、国や県等の支援制度を紹
介するとともに、企業の実態把握に努めていく。
・中小企業における、障がい者を含めた多様な人材の活躍推進を支援
するため、就労環境の整備に要する経費の一部を補助していく。
・障がい者就労・生活支援センターが企業を訪問し、相談対応や就労
及び就労定着の支援、各種支援制度の紹介等に取り組んでおり、当該
特性に合った働き方ができるよう調整を図っていく。
・就労に関する通知については、引き続き就労系のサービス事業所に
随時情報提供を行っていく。
（福祉部　障がい福祉課、産業部　産業人材活躍課）

・働き方改革推進支援補助金（１１百万円）
・障がい者就労・生活支援センター費（３百
万円）
・障がい者就業・生活支援センター運営費補
助金（１百万円）
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108 福祉部 （１２） 放課後等デイサービスは療育の専門機関であり、療育の効果の
大きい児童生徒にとっては重要な機会となっている。急激な施
設数の増加から質を懸念する意見もあることから質の確保に取
り組むこと。

・福祉事業団が実施する人材育成研修などの取組を通して、放課後等
デイサービス事業所の質の向上を図っていく。
・年々増加する障がい福祉サービス事業者等への運営指導の一部を専
門業者に外部委託しており、適切な周期での指導の実施及び実務に即
したアドバイスを行い、障がい福祉サービス事業者等の適切な運営及
び資質向上を図っていく。
（福祉部　障がい福祉課）

・福祉事業団運営費補助金（１，５０５百万
円のうち一部）
・指導監査費（９百万円）

109 福祉部 （１３） 介護認定を受けている市民と携わっている職員は、介護度が改
善することを願っている。自立を目指し、自らが努力し、携わ
るスタッフの尽力により介護度が改善した場合、その施設や携
わったスタッフに対し、介護サービスの質を評価し、報奨金等
のインセンティブを付与する制度を構築すること。

・令和６年度の介護報酬改定において、「自立支援・重度化防止に向
けた対応」として様々な加算の見直し等が実施されており、今後も国
の方向性として加算の強化が見込まれるため、国の動向を注視してい
く。
（福祉部　介護保険課）

110 福祉部 （１４） 介護保険制度の要介護者は増加傾向にあり、施設への入所希望
者は多い状況にある。そこで、市民の要望に応えられるよう、
施設の整備やサービスの拡充、事業計画の充実に引き続き積極
的に取り組むこと。また、高齢者・障がい者等が住み慣れた地
域に住み続けられるよう、認知症高齢者、障がい者のグループ
ホームの整備を進めること。そして、障がい者の地域における
作業活動の場等の受け皿づくりをさらに推進すること。

・高齢者施策については、高齢者等実態調査結果、認定者推計、介護
保険サービス推計、関係者意見等に基づき、令和５年度に策定した第
９期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画により推進している。
・施設整備については、令和７年度に認知症高齢者グループホームの
公募を実施し、１施設１８人分を採択した。令和８年度はこの１施設
の整備を進める。
・障がい者グループホームの整備及び作業活動の場等の受け皿づくり
については、「第５次障がい者ライフサポートプラン」に基づき、継
続的に施設整備の支援（建設費等の補助）や事業運営に対する支援を
進めていく。
（福祉部　介護保険課、障がい福祉課）

・特別養護老人ホーム等費（３４９百万円）
・民間障がい者施設整備費補助金（１４百万
円）
・民間障がい者施設運営費補助金（２９百万
円）

111 福祉部 （１５） 生きづらさを抱えた方や障がい者などが農業分野で活躍しなが
ら、自信や生きがいを持って社会参加することを促していく農
福連携は、農業従事者の高齢化や後継者難などの課題を解決す
るという点でも恩恵があるため、その取組を進めること。そし
て、庁内連携を密にし、農業従事者に対しニーズの把握や需要
の掘り起こしを促すこと。また、農業者と福祉事業所とのマッ
チング強化に加え、障がいの特性に応じた作業の細分化など農
業者の専門知識の習得も必要となることから、市職員や普及指
導員などを専門人材として育成する研修を実施し、農福連携の
推進を図ること。

・障がい者の就労先や日中活動の選択肢の一つとして、農業が選択で
きる仕組みづくりは必要と考え、引き続き共同受注窓口を活用するな
ど、必要に応じて丁寧な個別対応を進めていく。
・また、農福連携に関する先進的な取組事例等を共有するなど、関係
部署・機関と連携して進めていく。
（福祉部　障がい福祉課、産業部　農政企画課）

・障がい者優先調達推進費（１１百万円）
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112 福祉部 （１６） 障がい者の学校卒業後の就労については大きな課題がある。特
別支援学校で学んだことを活かしつつ、それぞれの障がいの状
況に適した就労先の確保が重要である。障がい者の就労が進む
よう、雇用する民間企業に対し支援制度の拡充及び周知徹底を
図ること。さらに、福祉事業を起業する人材を育成し支援する
こと。

・民間企業での障がい者の雇用促進に関しては、ハローワーク等と連
携して、ダイレクトメールによる啓発チラシを通じて、国や県等の支
援制度の紹介を実施していく。
・中小企業における、障がい者を含めた多様な人材の活躍推進を支援
するため、就労環境の整備に要する経費の一部を補助していく。
・卒業後の進路を支援するため、委託先の相談支援事業所の相談支援
員が、特別支援学校の進路説明等の機会を活用し、福祉サービス等の
円滑な連携を図っている。
・また、障がい者就労・生活支援センターが企業を訪問し、相談対応
や就労及び就労定着の支援、各種支援制度の紹介等に取り組んでい
る。
・福祉事業の起業支援については、障がい福祉サービス事業所の立ち
上げや運営に関する相談があった際、市職員が必要な施設設備や人員
基準等を助言するなど個別対応を丁寧に行っている。
（福祉部　障がい福祉課、産業部　産業人材活躍課）

・働き方改革推進支援補助金（１１百万円）
・相談支援費（１０２百万円）
・福祉事業団運営費補助金（１，５０５百万
円のうち一部）
・障がい者就労・生活支援センター費（３百
万円）
・障がい者就業・生活支援センター運営費補
助金（１百万円）

113 福祉部 （１７） 障がい者総合支援センターけやきワークスの就労継続支援事業
Ｂ型においては、企業経営の感覚を取り入れ、利用者のさらな
る労働への意欲が得られるよう、賃金アップを目指すこと。就
労移行支援事業においては、利用希望者の適性を的確に判断し
たうえで受入れを行い、訓練期間後は確実に一般就労につなげ
ること。

・民間企業と連携し、収益増加につながる新たな商品開発及び販路拡
大に取り組み、利用者の工賃向上を目指す。
・なお、けやきワークスにおける令和６年度の月平均工賃は、３０，
６３５円で、就労継続支援Ｂ型事業所の愛知県平均工賃２７，０６８
円を上回る水準である。
・就労移行支援では、ＳＳＴ（ソーシャルスキルトレーニング）の活
用とパソコン講習の充実を図り、より就職に有利な技術を身に付ける
ことにより、高い就職率を目指す。
（福祉部　障がい福祉課）

・福祉事業団運営費補助金（１，５０５百万
円のうち一部）
・けやきワークス費（管理運営費）（２６百
万円）

114 福祉部 （１８） 大人の発達障がいや、発達障がいを原因とする2次障がいを発
症した市民への相談支援等の中心機関とするため、こども発達
センターを発展的に発達支援センターとすること。

・福祉事業団が運営するこども発達センター及び障がい者総合支援セ
ンター等が、引き続き発達障がいを含む障がい者支援の中心的な役割
を担うとともに、県が指定するあいち発達障害者支援センターと連携
し、相談支援を行っていく。
（福祉部　障がい福祉課）

・福祉事業団運営費補助金（１，５０５百万
円のうち一部）

115 福祉部 （１９） 学習支援事業は、学習面での効果に加え生活全般の相談や家庭
への支援など効果が上がっている。そのため、引き続き事業を
継続するとともに、訪問型学習支援の拡充に取り組むこと。

・現在、市内６か所で子どもの学習・生活支援事業を実施しており、
そのうち訪問型学習支援への対応は、令和５年度から５か所に拡充し
た。今後も地域の実情に合わせ、必要な事業を展開していく。
（福祉部　よりそい支援課）

・生活困窮者自立支援費（１１４百万円）

116 福祉部 （２０） 福祉サービス等の訪問支援時の駐車場のさらなる確保に向け
「みまもりほっとパーキング」の登録拡大と、豊田市ささえあ
いネット協力者に個人登録を追加すること。

・「豊田市ささえあいネット～みまもりほっとパーキング事業」は、
約７５０の事業所が登録している。今後も地域包括支援センターを通
じて必要な地域の店舗等に協力依頼を行い、登録事業所の拡充に努め
ていく。
・個人登録の追加については、ささえあいネットが地域・民間・公共
等の機関を想定した仕組みとしていることに加え、パーキングの利用
は、市職員以外にも多くの関係者が行うことから、登録者の個人情報
保護の観点、事件事故発生時の対応などの課題があるため、現状の仕
組みの充実を図る。
（福祉部　高齢福祉課）
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117 福祉部 （２１） 在宅看取りが進む本市において、本人の希望通りの最期が迎え
られるよう、元気なうちに意思表示をするために市独自のリビ
ングウィルを作成し、普及啓発に取り組むこと。

・「わたしのノート（スタート編）」、在宅療養ガイドブック、エン
ディングノート等を活用しながら、本人の希望通りの最期が迎えられ
るよう、患者や家族、専門職が繰り返し話し合い共有する「ＡＣＰ
（アドバンス・ケア・プランニング）」を推進していく。
・また、これらのツールを活用し、出向き講座を始め、様々な機会を
通じて市民への普及啓発を図っていく。
（福祉部　地域包括ケア企画課、よりそい支援課）

・在宅医療・介護連携推進事業費（１８百万
円）
・成年後見制度利用支援費（うち成年後見支
援センター運営業務委託）（７６百万円）

118 福祉部 （２２） 無縁墓の増加防止のため、墓じまいへの支援策を創設するとと
もに、市営の合葬墓を設置すること。また、本市においても既
存墓地の返還が加速度的に増加している現状を鑑み、墓地行政
が抱える課題解決に向け、体系的に施策を実施するための行政
計画を策定すること。

・古瀬間墓地公園において、適切な管理ができていない利用者を調査
し無縁墓の増加防止に取り組んでいる。従来型の墓石形態の需要があ
る一方で、民間の様々な墓地形態の取組があることから、現段階で、
墓じまい支援策及び市営合葬墓の設置の予定はないが、令和７年度に
実施した市民アンケート等の結果を踏まえ、新たな墓地形態などにつ
いて検討を進めていく。
（福祉部　やすらぎ福祉総務課）

119 福祉部 （２３） 精神障がいの本人や家族は、症状などについて24時間いつでも
専門職に相談ができる支援先を希望している。その支援先とし
て、とよた急病・子育てコール24で対応できるようにするこ
と。

・とよた急病・子育てコール２４は、怪我や急病、育児に関する相談
に対応するものであり、精神疾患に関する専門的な相談については、
県が実施する「精神科救急情報センター」が専門職を配置して２４時
間対応していることから、引き続き同センターの活用を図っていく。
（保健部　保健支援課、福祉部　地域包括ケア企画課、こども・若者
部　こども相談課）

120 保健部 （１） 精神障がいに対応した地域包括ケアシステムの構築には、メン
タルヘルスの問題に関する正しい知識と理解のための市民への
啓発が必要である。誰もが罹患する可能性がある精神障がいの
早期対応にもつながることから、リーフレットの作成や国が推
進する「心のサポーター」の養成に取り組むこと。

・市民へのこころの病気や精神障がいへの理解啓発に向けて、様々な
媒体・手法を用いて周知を図るとともに、精神保健福祉地域普及講演
会や世界メンタルヘルスデーなどの機会を通じて、広く市民を対象と
したこころの健康づくりの取組を進めていく。
・現在、「心のサポーター養成事業」と同様の既存事業として、自殺
予防対策で実施しているゲートキーパー養成事業を進めている。この
ような広く市民を対象としたこころの健康づくりの取組を通じて、さ
らなる普及に努めていく。
（保健部　保健支援課）

・精神保健予防対策費（３百万円）

121 保健部 （２） 加齢に伴い聴覚機能が衰え、音が聞き取りにくくなるヒアリン
グフレイルは、放置しておくと健康や生活に影響を与えるとの
指摘もある。「加齢性難聴」を早期に発見するための取組を実
施するとともに、耳鼻科の受診や補聴器の使用など、早めの対
処につなげる取組を行うこと。

・保健師等が地域に出向いた際に、聴こえが悪くなってきた高齢者へ
の声かけや、自主活動グループ等の通いの場で聴こえのチェックを行
い、受診勧奨や補聴器購入助成事業等を紹介していく。
（保健部　健康づくり応援課、福祉部　高齢福祉課）

・高齢者保健事業・介護予防一体的実施事業
費（１４百万円）
・介護予防普及啓発事業費（３百万円）
・地域リハビリテーション活動支援事業費
（１６百万円）
・高齢者等補聴器購入助成費（１０百万円）

122 保健部 （３） 若年がん患者在宅療養費の補助については、対象者が終末期に
限定されているが、在宅療養が可能な全てのがん患者が在宅で
家族と過ごすことができるよう、さらなる拡充を図ること。

・若年がん患者在宅療養支援費補助金の対象を拡大することは予定し
ていないが、国や県、他自治体の動向を注視していく。
（保健部　健康政策課）

・若年がん患者在宅療養支援費補助金（９／
１０）（１百万円）

123 保健部 （４） がん患者支援のため、がん患者補整具購入費補助対象をガンを
原因とする全てのエピテーゼ（人工ボディーパーツ）へと拡大
すること。

・がん患者補正具購入費補助対象については、国や県、他自治体の動
向を注視していく。
（保健部　健康政策課）

がん患者補整具購入費補助金（１／２）（７
百万円）
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124 保健部 （５） 帯状疱疹ワクチンは、不活化ワクチンの自己負担額が高額であ
るなどの理由で接種を迷う市民も見受けられることから全額補
助とすること。

・帯状疱疹ワクチンについては、令和７年度から定期接種化されてお
り、令和１１年度までの経過措置により、６５歳以上の市民全員が接
種機会を得られる予定である。なお、帯状疱疹は個人予防に重点が置
かれるＢ類疾病に位置づけられていることから、一定の受益者負担も
必要と考えており、現時点で全額補助は予定していない。
（保健部　感染症予防課）

・定期予防接種費（２，１０１百万円）
・任意予防接種費（９９百万円）

125 保健部 （６） 高齢者肺炎球菌ワクチンは接種から５年程度で効果が薄れるた
め、再接種が推奨されているが、多くの高齢者は経済的負担が
重いとの理由で２回目以降の接種に踏み切れないのが実状であ
る。そこで、気管支炎、肺炎、敗血病から高齢者を守るため５
年ごとの接種に向け、補助を拡大すること。

・２回目以降の接種への助成は予定していないが、国の審議会におい
て再接種についての検討がされており、令和８年度からは使用するワ
クチンも変更されることから、予防効果のエビデンスなど審議の動向
を引き続き注視していく。
（保健部　感染症予防課）

126 保健部 （７） おたふくかぜを発症すると、難聴や無菌性髄膜炎などの重大な
合併症を引き起こすことがあることから、その対応として発症
予防に効果が高い、おたふくかぜワクチンの任意接種が推進さ
れている。国による検討が行われている定期接種化の開始まで
は、費用が高額であることから全額を補助すること。

・おたふくかぜワクチンの任意接種に対する助成制度については、平
成２７年度から市独自に実施しており、令和８年度も引き続き実施し
ていくが、一定の受益者負担は必要と考えており、現時点で全額補助
は予定していない。
（保健部　感染症予防課）

・任意予防接種費（９９百万円）

127 保健部 （８） 乳幼児がRSウイルスに感染すると細気管支炎や肺炎などを引き
起こす可能性があるが、治療法が確立されておらず、重症化予
防に向けては妊婦（母子免疫）へのワクチン接種が重要とされ
ている。そこで、妊婦とともに、同様に重症化のリスクが高い
高齢者へもRSウイルスワクチンの任意接種への補助を行うこ
と。

・ＲＳウイルスワクチン接種については、令和８年度に妊婦への定期
接種を開始する予定である。また高齢者の任意接種については、有効
性や安全性を含め更なる情報が必要であるため、現時点では予定して
いないが、国の審議会において定期接種化の議論もなされていること
から、引き続き、国等の動向の情報収集に努めていく。
（保健部　感染症予防課）

・定期予防接種費（２，１０１百万円）

128 保健部 （９） 超高齢社会においては、高齢者の介護予防・健康づくり事業は
重要な取組である。元気アップ事業や「ずっと元気！プロジェ
クト」への参加を促す取組により、高齢者の介護リスクの低減
を図ること。また、高齢者のフレイル予防のため、その概念の
周知啓発を行うとともに、あらゆる機会を捉え高齢者を対象に
フレイルチェックを行うこと。

・元気アップ教室・自主グループ活動支援は、民間事業者に委託し、
活動内容の充実等を図るとともに、引き続き元気アップ教室の開催を
自治区等に対して働きかけ、参加者の拡大を図っていく。
・また、地域の通いの場等においてフレイル予防に関する啓発を実施
するほか、後期高齢者の質問票を用いたフレイルチェックを行い、対
象者の把握に努めていく。
・引き続き「ずっと元気！プロジェクト」について、高齢者クラブ等
を通じた情報提供等を継続するほか、５年間の総括を行うとともに、
事業の最終評価を実施し、後継事業について検討していく。
（保健部　健康づくり応援課、企画政策部　未来都市推進課）

・地域介護予防活動支援事業費（５百万円）
・高齢者保健事業・介護予防一体的実施事業
費（１４百万円）
・介護予防普及啓発事業費（３百万円）
・介護予防把握事業費（１百万円）
・一般介護予防事業評価事業費（１百万円）
・地域リハビリテーション活動支援事業費
（１６百万円）
・次世代社会システム実証推進費（（３３０
万円）
・官民連携介護予防事業（１００百万）

129 保健部 （１０） HPV検査単独法は現行の細胞診と比べて精度が高く、検査の間
隔が5年と長く受診者の負担軽減につながるため、HPV検査単独
法を導入すること。

・ＨＰＶ検査単独法の導入については、市民のメリットやデメリット
を慎重に検討し、国や県、他自治体の動向も踏まえ、総合的に判断し
ていく。
（保健部　健康政策課）

30 



令和８年度当初予算　議会各会派　要望一覧（公明党）

通番 種別 No. 要望事項 要望に対する対応
主な計画事業

（令和８年度当初予算）
その他参考事項

130 保健部 （１１） 女性が元気で活躍するために、女性の健（検）診受診率向上に
積極的に取り組むこと。特に乳がん・子宮がんについては市独
自での無料検診を隔年で実施するとともに、ピンクリボンキャ
ンペーンなど市民への啓発をさらに進め、乳がん・子宮がん検
診受診率の向上に努めること。また、HPVワクチン接種につい
ても引き続き接種勧奨を行うこと。

・乳がん・子宮頸がんについては、対象年齢の市民（乳がん：４１
歳、子宮頸がん：２１歳）に対して検診無料クーポン券を送付してお
り、令和８年度も継続して実施していく。
・また、ピンクリボンキャンペーン期間（１０月）に合わせたイベン
トの開催や受診勧奨通知の送付等を実施して検診受診率の向上に努め
ていく。
（保健部　健康政策課）
・ＨＰＶワクチンの定期接種は対象者への個別通知と、未接種の場合
の再勧奨を実施しており、令和８年度も引き続き実施していく。
（保健部　感染症予防課）

・保健事業費（６９３百万円）
・定期予防接種費（２，１０１百万円）

131 保健部 （１２） がん治療経験者が中心となり、治療や療養に関する最新の話題
を提供し、同じがん種の患者や家族同士が有益な情報を交換す
る「がん種別患者会」を開催すること。

・市主催の「がん種別患者会」の開催は予定していないが、国、県の
がんに関する相談支援体制を周知するほか、国、県の動向を注視して
いく。
（保健部　健康政策課）

132 保健部 （１３） 女性就労率の上昇に伴い、更年期特有の不調を抱えながら働く
女性ヘのサポートが急務となっている。そのため、更年期症状
を数値化して客観的に捉える「簡略更年期指数（SMI）」の
チェックを対象年齢の女性の健診に加えること。また、婦人科
の受診が症状の緩和につながることなどの周知を行うこと。さ
らに、更年期による心身の不調での離職を防ぐため、企業に対
し更年期の女性特有の困難さの理解促進に取り組むこと。

・「簡略更年期指数（ＳＭＩ）」のチェックを健診に加える予定はな
いが、市のホームページで働く女性の健康づくりに関する情報提供を
行うとともに、国や県、他自治体の動向を注視していく。
（保健部　健康政策課）

・更年期に限らず、健康に不安を抱える方に対する健康相談を受け付
け、内容によっては専門医を紹介するなど受診ができるよう対応して
いる。
（保健部　健康づくり応援課）

・更年期を含む女性の心や体の不調に対しては、引き続き女性のため
の電話相談室「クローバーコール」で相談を受け、ケアを行うととも
に、更年期に対する理解や対処法を学ぶ講座を開催していく。
・企業に対しては、ジェンダー平等推進に関する情報誌「クロー
バー」への関連記事の掲載などにより理解促進に取り組んでいく。
（地域活躍部　多様性社会共創課）

・相談費（２百万円）
・啓発費（１百万円）
・講座開講費（１百万円）

133 保健部 （１４） 摂食障害は疾患への理解不足や医療機関の少なさ等により未受
診者が多く、回復までに長期間を要することも多い。そこで、
摂食障害における市民の現状把握と疾患に関する啓発を行うと
ともに、家族会・当事者会の立ち上げ支援を行うなど、社会で
支える体制を構築すること。また、若年層での発症も多いこと
から、摂食障害に関する学校現場での対応を示した「学校と医
療のより良い連携のための対応指針」について、養護教員への
周知と普及促進に取り組むこと。

・摂食障害に悩む当事者や周囲で支える家族からの相談を通じて状況
を把握するとともに、摂食障害に関する正しい知識や治療・相談体制
について、市ホームページやアディクション関連情報誌を活用して啓
発することで、疾患の早期発見・早期治療を図っていく。
・社会で支える体制づくりとしては、当事者や家族に対して、市内外
の既存の社会資源を活用して重層的に支えられるよう連携していく。
・養護教諭に対しては、研修の機会等に「学校と医療のより良い連携
のための対応指針」を踏まえた摂食障害に関する資料提供や情報共有
に取り組み、学校での早期発見・適切な対応がなされるよう啓発して
いく。
（保健部　保健支援課、教育部　学校教育課）

・精神保健予防対策費（３百万円）

31 



令和８年度当初予算　議会各会派　要望一覧（公明党）

通番 種別 No. 要望事項 要望に対する対応
主な計画事業

（令和８年度当初予算）
その他参考事項

134 保健部 （１５） 第3期データヘルス計画に基づき、健康づくり事業等を実施す
ることで、市民の健康寿命の延伸と医療費の適正化を図るこ
と。また、がん検診受診率の向上が期待できる1コイン（500
円）検診については効果を検証し導入すること。

・第３期データヘルス計画に基づき、健康づくり事業の実施、健診の
受診勧奨、糖尿病等の重症化予防のための保健指導等に取り組んでい
く。
・１コイン（５００円）検診の導入は予定していないが、引き続き他
自治体の取組等の情報収集に努めていく。
（保健部　健康政策課）

・被保険者健診費（４０百万円）
・特定健康診査費（２３６百万円）
・特定保健指導費（３２百万円）

135 保健部 （１６） 全ての市民がいつでもどこでも気軽に、健康づくりに積極的に
参加できるきっかけを作るため、スマートフォン用アプリ「あ
いち健康プラス」の周知を行うとともに、アプリの内容につい
て参加する楽しみがさらに増すように県とともに改善に努める
こと。

・ポスター、チラシを作成し交流館等にて周知しているほか、アプリ
の活用方法等をまとめた動画を作成し、ホームページにて公開してい
る。
・参加する楽しみが増すように、健康づくりの取組目標達成者に対し
てマイレージを付与し、マイレージを一定ポイント貯めた方に対して
ＳＤＧｓポイントの付与、優待カードの発行、抽選による賞品の贈呈
を行っている。
・また、日々の健康づくりの取組に加え、健康診断、健康イベント等
への参加でボーナスマイレージを発行しており、これらの取組を継続
しながら、必要に応じて改善を進めていく。
（保健部　健康づくり応援課）

・とよた健康プラス１０推進費（７百万円）

136 保健部 （１７） 豊田市動物愛護センターを、鞍ケ池公園内の施設という利点を
生かした市民が気軽に立ち寄れる施設として、また、発災時に
は動物救護の拠点としての役割を果たせるよう施設整備を行
い、そのための予算の確保策としてふるさと寄附金を活用する
こと。また、災害への備えとして、ペット用防災手帳を作成す
るとともに、獣医師会など関係団体との連携体制を構築するこ
と。そして、地域猫活動の支援についても積極的に取り組むと
ともに、飼い猫が安心して暮らせるよう猫の登録制度を開始す
ること。

・施設の立地を活かして鞍ケ池公園との連携事業を実施するなど、市
民にとって魅力ある施設となるよう工夫していく。
・ペットの災害対策については、引き続きふるさと寄附金を活用し、
普及啓発事業を実施するとともに愛知県獣医師会及び豊田市開業獣医
師会等との連携強化など体制整備に取り組んでいく。
・引き続き地域猫活動支援事業に取り組むとともに、飼い猫へのマイ
クロチップ装着について啓発を推進していく。
（保健部　保健衛生課）

・動物愛護対策費
（３８百万円）
・地域猫事業推進費
（２百万円）
・動物愛護センター費
（１０百万円）

137 保健部 （１８） 危険ドラッグによる事件・事故が全国的に多発している。市民
の命と健康を守るため、薬物、危険ドラッグ乱用防止に向け、
関係機関と協力し、市民、児童生徒に対する薬物教育の徹底
等、未然防止に積極的に取り組むこと。

・警察や豊田市保護司会、豊田加茂薬剤師会、ライオンズクラブ等の
関係機関と協力して、薬物、危険ドラッグ乱用防止に向けた街頭活動
やポスター掲示等の啓発活動を行っていく。
・また、児童生徒等を対象とした講習会の実施や新成人へのＱＲコー
ドを活用した情報提供等を行って、薬物に関する正しい知識の普及を
図りながら未然防止のための取組を進めていく。
（保健部　健康政策課）

・薬務監視指導費（１百万円）

138 保健部 （１９） 生きづらさから逃れようと、風邪薬などの市販薬を一度に大量
に飲むオーバードーズをする若者の増加が課題となっている。
リスクに関する正しい知識の普及及び対策を行うこと。

・児童生徒等を対象とした講習会の実施や新成人へのＱＲコードを活
用した情報提供等を行って、薬物に関する正しい知識の普及を図りな
がら未然防止のための取組を進めていく。
（保健部　健康政策課）

・薬務監視指導費（１百万円）
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139 産業部 （１） 中小企業・小規模事業者においては防災意識が高まって来てい
るが、BCP策定状況は低い水準であるため、策定に取り組む中
小企業・小規模事業者に対し引き続き支援すること。また、防
災設備を導入するための補助制度や専門家派遣による支援、耐
震化が必要な事業所への補助制度等、さらなる支援策を構じる
こと。

・中小企業・小規模事業者のＢＣＰ策定に係る経費の一部を補助する
ことで、事業継続に向けた取組を、引き続き支援していく。
（産業部　産業振興課）

・耐震改修促進法に基づく特定規模以上の事務所や工場等について、
耐震診断や改修に対する補助制度により支援していく。
（都市整備部　建築相談課）

・企業の防災・減災にかかる取組として、令和元年から愛知工業大学
と連携し、豊田市内の企業のＢＣＰ作成を支援するためのセミナーを
開催している。さらに、受講後フォローアップ講座を行い、ＢＣＰの
活用や見直しへの支援を通じて、今後も企業防災力の向上を図ってい
く。
（地域活躍部　防災対策課）

・経営力強化支援補助金（１１百万円）

・民間非木造建築物耐震化補助金（９百万
円）

・企業防災推進費（１百万円）

140 産業部 （２） 女性の経済的自立や所得向上に向け、社会的ニーズや報酬の高
い仕事に女性が就くためのリスキリングや柔軟に働ける場の整
備が重要である。そのため、家事・育児支援に従事するための
研修やデジタル技術の習得等への受講支援と就労支援を積極的
に行うとともに、ひとり親に対して職業訓練制度活用など丁寧
な支援を行うこと。また、女性がライフイベントに影響されず
就労が継続できる環境整備や、再就労・起業等の支援を引き続
き行うこと。

・出産・子育て等で離職した方を始め、あらゆる女性の就労を支援す
るため、個別相談、各種セミナー、職業紹介までをワンストップで実
施する「女性しごとテラス」において、一人ひとりに合わせたきめ細
かいサポートを実施していく。
・家事・育児支援に従事するための研修の実施については、求人者と
求職者双方のニーズや動向を注視していく。
・家事・育児支援に限らず、事業者が社内人材や求職者のスキルアッ
プ等を目的に実施する研修等に係る経費の一部を支援していく。
・女性のみならず、誰もが働きやすく働きがいのある職場づくりを推
進するため、専門家派遣、優良事業所表彰、補助制度等の事業をとお
して、取組を進める事業所を支援していく。
・また、市内企業の女性従業員の活躍をより一層支援するための協議
会を新たに立ち上げ、関係機関で連携して促進を図る。
（産業部　産業人材活躍課）

・女性就労支援費（４８百万円）
・働き方改革推進費（アドバイザー派遣費）
（１百万円）
・働き方改革推進費（啓発事業費）（９百万
円）
・働き方改革推進支援補助金（１１百万円）
・人材活躍支援補助金（２１百万円）

141 産業部 （３） 「食品衛生法」が改正され、漬物の製造販売には営業許可が必
要となった。そのため漬物を製造販売する事業者に対して、営
業許可取得のための整備に掛かる経費の補助制度を創設するこ
と。

・漬物の製造販売に関する整備支援は予定していないが、個店を含め
た中小企業者の、販路拡大や業務効率化、新分野の展開、業態変換、
事業・業種転換などの取組に対する支援として、産業パワーアップ支
援補助金を継続していく。
（産業部　産業振興課）

・産業パワーアップ支援補助金（２５百万
円）
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142 産業部 （４） デジタル技術の驚異的な進歩や女性・若年者を中心とした働き
方の多様化などにより起業を目指す人が増えている。そのた
め、新たな雇用の創出や地域経済の発展に向け、スタートアッ
プや第2創業等の支援を行う窓口を創設し、中小企業・小規模
事業者及び個人を支援すること。

・中小企業の新製品・新技術等の開発やビジネスモデルの構築に関わ
る費用の一部を補助する制度や、既存企業の新事業展開の伴走支援を
継続して実施するほか、新たに既存企業とスタートアップの協業によ
る新規事業創出に関わる費用の一部を補助する制度を創設し、支援を
行っていく。
（産業部　次世代産業課）

・女性の働き方の選択肢の１つとしての起業を支援するため、起業プ
ラン作成講座のほか、起業相談、交流会等を開催していく。
（産業部　産業人材活躍課）

・創業支援は商業活性化プラン２０２５～２０２９における重点施策
の１つに位置付け、令和７年度は創業希望者向けにセミナーや空き物
件の見学ツアーを行う創業機運醸成事業の実施により、創業への後押
しを行ってきた。令和８年度はマルシェなどの実践型のプログラムを
加え、創業希望者への支援を拡充していく。また、創業費用の軽減策
は、引き続き創業者向けの経済環境適応資金創業等支援資金（環創）
に対する信用保証料補助を継続する。
（産業部　産業振興課）

・ものづくり創造拠点運営費（６８百万円）
・ものづくり新事業展開補助金（１５百万
円）
・ものづくりイノベーション創出補助金（６
８百万円）
・新事業展開支援費（７５百万円）

・女性就労支援費（４８百万円）

・商業活性化対策費（１５百万円）
・信用保証料補助金（５６百万円）

143 産業部 （５） 出生時育児休業制度利用促進のため、対象者、市内企業そして
市民へ広く周知するとともに、男性が産休・育休を取得するこ
とが当たり前の社会となるよう市民意識の醸成に取り組むこ
と。

・企業や市民へ広く周知するため、ジェンダー平等推進に関する情報
誌「クローバー」への関連記事の掲載などにより理解促進を図るとと
もに、男性の家事・育児参加を促進する講座を開催していく。
（地域活躍部　多様性社会共創課）

・出生時育児休業制度を含めた働き方改革に関する情報提供を行うと
ともに、自社の現状把握及び新たな取組を支援するため、「働き方改
革アドバイザー・講師派遣制度」により、専門家を無料で派遣する。
・育児との両立支援を含めた働き方改革に取り組み、成果を上げた事
業所を表彰する「はたらく人がイキイキ輝く事業所表彰制度」やセル
フチェックのための「働きやすい職場づくり推進事業所」確認公表制
度により、事業所の成功事例の周知に取り組んでいく。
・中小企業が働き方改革に取り組むために要する経費の一部を支援す
る。
（産業部　産業人材活躍課）

・啓発費（１百万円）
・講座開講費（１百万円）

・働き方改革推進費（アドバイザー派遣費）
（１百万円）
・働き方改革推進費（啓発事業費）（９百万
円）
・働き方改革推進支援補助金（１１百万円）

144 産業部 （６） 産業誘導促進のため、さらなる発展が望める南部地域において
は、官民が力を合わせ積極的な企業誘致へのPR活動を引き続き
行うこと。また、定住促進のため、工業団地への企業誘致と定
住促進策をセットで考えるとともに、市内在住者の採用につい
ても積極的に働きかけること。

・ものづくり産業の活力を維持、発展させていくため、産業立地ポテ
ンシャルの高い南部地域を含めた本市への企業誘致が重要であると認
識しており、ものづくり産業の集積や優れた交通アクセス、多様な支
援制度だけでなく、良好な宅地供給や子育て支援、充実した教育環境
など、従業員やその家族にとって住みやすいまちであるといった魅力
について、企業に積極的にＰＲしていく。
・市内在住者への安定した雇用機会の創出を図るため、市が造成する
工業団地への企業誘致に際しては、市内在住者の採用数を審査基準に
するなど、市民の雇用を促していく。
（産業部　産業振興課）

・企業立地奨励補助金（１，１６０百万円）
・産業誘致活動費（１３百万円）
・企業立地推進費（９百万円）
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145 産業部 （７） 難病やがんになっても安心して活躍できる社会を実現するた
め、豊田加茂地域産業保健センター及び愛知産業保健総合セン
ターにおいて、様々な事業が展開されているが、さらに就労継
続支援をするためにも難病・がん患者就業支援奨励金制度を創
設すること。

・現時点では、難病・がん患者の就労継続を支援するための事業所に
対する奨励金の導入は予定していないが、がん等の病気の治療と仕事
の両立支援として、社会保険労務士などの専門相談員による相談窓口
を継続実施するとともに、事業所に対し、治療と仕事の両立支援相談
窓口を周知していく。
・また、優良事業所表彰による好事例の発信や働き方改革アドバイ
ザー派遣制度を通じ、事業所に対して、従業員の病気治療と仕事の両
立に配慮した勤務や休暇制度の導入等に向けた支援を行っていく。
（産業部　産業人材活躍課）

・働き方改革推進費（アドバイザー派遣費）
（１百万円）
・働き方改革推進費（啓発事業費）（９百万
円）
・働き方改革推進支援補助金（１１百万円）

146 産業部 （８） 建設業の効果的な政策を立案するためには、地域を広域的に精
査し、地域建設業の中・長期課題の検討、市民の安全・安心を
守る事業展開ができる地域建設業の振興に精通した人材育成が
必要である。地域建設業の振興政策を担う「建設業振興組織」
を設置し、人材育成を図ること。

・商工会議所建設業部会による人材確保、人材育成や業界活性化のた
めの主体的な取組を支援していく。
・建設業を含めた企業団体等による人材育成の取組に対し、経費の一
部を支援していく。
（産業部　産業振興課、産業人材活躍課）

・建設業振興推進費（１百万円）
・人材活躍支援補助金（２１百万円）

147 産業部 （９） 農業の活性化を積極的に推進し、食料自給率を高める施策を展
開するとともに、引き続き地産地食の推進を図ること。また、
全国に誇れるブランド品をさらに産み育て、全国へのPRを含め
引き続き積極的に推進すること。

・経営所得安定対策を推進し、米と麦等転換作物のブロックローテー
ションによる計画的な生産調整と食料自給率の向上を図る。
・新たに、農業経営安定化支援対策として、土地利用転換のために経
営農地面積の減少する農業経営体に対し、経営改善や設備投資を促す
支援を実施する。
（産業部　農業振興課）

・地産地食については、引き続き地産地食応援店（小売店や飲食店）
の拡大を図り、市内産農産物を購入しやすい環境づくりを推進する。
・また、産業フェスタの農林マーケットや地産地食マルシェなどの各
種イベントの開催により、生産者と消費者の交流を図り、市内産農産
物への愛着形成により、消費拡大を推進する。
・くわ加えて、ＷＲＣ等の大型イベントを契機とした産地ＰＲの強化
や、中心市街地及び開催地区周辺の地産地食応援店との連携によるお
もてなし事業の開催など、当市ブランド農産物の高付加価値化及び販
売促進に向け、規模を拡大して取り組む。
（産業部　農政企画課）

・水田農業経営所得安定対策推進事務費（２
百万円）
・水田農業経営所得安定対策推進補助金（７
百万円）
・農業経営安定化事業費補助金（４０百万
円）

・豊田地域農業活性化対策負担金（８百万
円）
・地産地食推進費（４百万円）
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148 産業部 （１０） 鳥獣害対策においては、専門家あるいは専門機関と協定を結
び、最新の情報や技術のもと、最も有効な対策を行える体制を
確立すること。また、補助制度によるハード面の強化から地域
全体の共同によるソフト面強化への方向転換等、抜本的な見直
しを図り、過度な鳥獣の駆除を適正数に抑えながら、農作物へ
の被害削減を目指すこと。

・県やＪＡ等の関係機関並びに有識者等で構成する「豊田市農作物等
鳥獣害対策連絡協議会」が実施する鳥獣害対策事業を推進していくほ
か、日ごろからの情報収集に加え、必要に応じて国等とも連携を図
り、各種事業がより効果的・効率的なものとなるよう取り組んでい
く。
・集落の住民が専門家と共に各集落にあった対策を講じる「集落獣害
対策ベストマッチ事業」の実施により、必要な人材の育成、集落にお
ける情報の共有化を図るなど、「鳥獣害に強い集落」づくりに向けて
取り組んでいく。
・狩猟免許の取得等に係る費用を支援し、地域における有害鳥獣捕獲
活動の担い手の確保に努めていく。また、猟友会と連携を図りなが
ら、有害鳥獣駆除を実施するとともに、農事組合等が実施する有害鳥
獣の捕獲・駆除・埋設等の支援を行っていく。
・豊田市第二種特定鳥獣管理計画市町村実施計画及び豊田市鳥獣被害
防止計画に基づき、鳥獣の個体数管理及び農作物等被害の軽減を図っ
ていく。
・また、国の重点支援地方交付金を活用し、安全で効率的な有害鳥獣
駆除のため、駆除員へ止め刺し機を支給する。
（産業部　農業振興課）

・有害鳥獣捕獲対策費（３３百万円）
・野生鳥獣被害防止対策事業補助金（５百万
円）
・狩猟免許取得支援費補助金（１百万円）
・鳥獣害防止総合対策費負担金（２０百万
円）
・有害鳥獣捕獲奨励補助金（５百万円）
（令和７年度１月補正）
・有害鳥獣捕獲対策費（１８百万円　繰越明
許費含む）

149 産業部 （１１） 第４次豊田市農業基本計画において、農業施策のうち「生産」
という分野で「スマート農業・農業DXの推進」を位置付けてい
る。持続可能な農業を実現していくために、国や県の補助金を
活用しスマート農業を推進すること。

・スマート農業については、国や県の補助金活用や本市独自の取組で
ある「農業チャレンジ推進補助金」により、引き続きスマート農業や
農業ＤＸ等の推進に取り組む。
（産業部　農政企画課、農業振興課）

・農業チャレンジ推進補助金（１０百万円）

150 都市整備部 （１） 南海トラフ地震の発生が危惧される中、木造住宅の耐震化は喫
緊の課題であり、その推進には補助制度の見直しも重要とな
る。そこで、補助対象を2000年基準の建物まで拡大するととも
に、補助金額についても、近年の改修費用の増大を鑑みさらに
増額すること（耐震シェルター・防災ベッドを含む）。また、
安価な耐震改修の周知により、耐震化を促進すること。

・倒壊の危険性が高い、昭和５６年５月以前に建てられた木造住宅に
対して、需要が高い耐震改修工事と解体工事の上限額を令和７年度に
引上げた。これにより、耐震化を加速させていく。また、安価な耐震
改修工法については、引き続き建築士会等による無料耐震診断の際に
周知していく。
（都市整備部　建築相談課）

・耐震補強工事費等補助金（６４百万円）

151 都市整備部 （２） 「改正空家対策特別措置法」では特定空家への勧告・命令等を
円滑に行うため、市区町村長に特定空家の所有者に対する報告
徴収権を付与し、緊急時に取り壊す必要がある特定空家に対し
て、命令等の手続を省略した代執行が可能となり、迅速に周辺
地域の安全を確保できる仕組みを定めるなど、特定空家の除却
が進め易くなった。本市にも、既に倒壊等著しく保安上危険と
なる怖れがあり、かつ著しく衛生上有害となっており、適切な
管理が行われていないため著しく景観を損い、周辺の生活環境
の保全を図るために放置することが不適切である状態にある空
き家が存在し、周辺住民を苦しめている。そのため、著しく管
理が不適切な空き家を特定空家とし、早急に除却を行うこと。

・空き家の管理については、個人の財産であることを踏まえ、所有者
等の責任で行うべきだと考えている。また、管理不全空家等の運用も
始まったことから、まずは法に基づいた助言・指導や勧告を実施して
いく。その上で特定空家等に該当するとの判断は、空家等対策協議会
の意見を踏まえ行っていく。
（都市整備部　建築相談課）
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152 都市整備部 （３） 中心市街地の賑わい創出と地域住民の利便性向上のため、おい
でんバスへのワゴン車の導入や市内中心部の地域公共交通を確
保するための小型車両による循環バスを導入すること。そし
て、そのコース作成にあたっては公共交通の空白地を考慮した
うえで、複数のコースを設けるともにバス停の間隔を短くし１
つの停留所で30分に1本程度はバスが来るようにすること。

・小型車両等による循環バスの導入については、利用者のニーズ、交
通事業者への影響、長期化するエネルギー価格の高騰や運転手不足の
影響などのほか、費用対効果も考慮した上で、その必要性を見極めて
いく。
（都市整備部　交通政策課）

153 都市整備部 （４） 市営住宅においては、目標戸数確保の早期達成を目指すととも
に、入居・更新時の保証人を廃止すること。また、空室状態が
多い特定公共賃貸住宅の空室解消に取り組むこと。そして、入
居可能人数と世帯人員が適合しなくなった場合においても、年
齢や介護認定の有無などを勘案した入居継続のための要件を設
けること。

・目標戸数については、次期市営住宅ストック総合活用計画策定の中
で見直しをしていく。
・入居時の保証人制度については、廃止に向けて進めていく。
・特定公共賃貸住宅の空き住戸については、現状の検証を行い、空き
住戸解消に取り組んでいく。
・入居可能人数の不一致による問題は、入居継続できるよう要件を整
理する。
（都市整備部　建築保全・住宅課）

・市営住宅等長寿命化計画策定費（９百万
円）

154 都市整備部 （５） 長期未整備となっている都市計画公園、緑地については、長期
計画を策定し、引き続き国・県の補助金を積極的に活用し、着
実に推進すること。

・長期未整備となっている都市計画公園、緑地については、都市計画
公園・緑地見直しガイドラインに基づき、市域全体の公園の最適化を
含め中長期的な視点で公園のあるべき姿を総合的に検討するととも
に、引き続き、国・県の補助金を活用しながら推進していく。
（都市整備部　公園緑地課、都市計画課）

・公園整備計画策定費（３４百万円）

155 都市整備部 （６） 南海トラフ沖でM8クラスの地震が30年以内に起こる確率は80
パーセントと言われており、猿投高浜断層帯による地震発生も
危惧されている。その地震の規模は南部地域では震度６強が想
定されている。また、市内随所に液状化危険度が極めて高い地
域が存在する。液状化地域における立地適正化は極めて重要で
あるため、その地域においては建物の立地をでき得る限り適正
化すること。

・立地適正化計画の防災指針に基づき、液状化危険度が高いエリアが
存在する地域については、適切な災害リスク情報を発信することで
防災知識の普及及び防災意識の醸成を図るとともに、地域・住民の迅
速な避難行動や平時からの備えを促していく。
（都市整備部　都市計画課）

156 都市整備部 （７） 宅地供給不足による若い世代の人口流出を防ぐため、居住誘導
拠点等において市民ニーズに応えられる宅地供給を推進するこ
と。

・市民ニーズを捉えながら、拠点やえきちか居住誘導エリアを中心
に、生活利便性の高い地区への居住の集積や、宅地の高度利用によ
り、適地での宅地供給を図っていく。
（都市整備部　都市計画課、市街地整備課）

・市街地整備調査費（８百万円）

157 建設部 （１） 狭あい道路の拡幅整備を着実に進めるため、道路後退用地買取
や支障物撤去費用への補助制度を創設すること。また、工事に
向けた住民の合意形成が難しいことから、狭あい道路拡幅に関
する条例を早急に制定しその解消に取り組むこと。

・補助制度の創設や条例制定の予定はないが、寄附の申請があった場
合は、自治区とも連携し、その隣接地権者にも用地の寄附協力をお願
いするなど、一定区間の連続した整備による効果も見据えながら、狭
あい道路の解消に、引き続き取り組んでいく。
・なお、狭あい道路の解消に向けては「道路後退におけるガイドライ
ン」において、具体的な道路後退の方法や道路後退用地内の建築物等
の撤去について示している。また、道路後退用地の寄附に伴う測量及
び分筆にかかる費用は、営利目的でないものは、豊田市で負担してい
る。建築物等の撤去費用については、全て個人負担としている。
（建設部　土木管理課､土木課、都市整備部 建築相談課）

・後退用地整備費 （１５２百万円）
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158 建設部 （２） 道路整備の舗装方法については、透水性舗装及び排水性舗装を
積極的に用いること。また、法定外道路の舗装、側溝整備につ
いては、市道と同様に全額市費で整備すること。

・透水性舗装及び排水性舗装は、愛知県が定める「道路構造の手引
き」に基づく判断を基本に地域特性や周辺環境を考慮し、検討してい
く。
（建設部 土木課）
・法定外道路の舗装・側溝整備については、利用者が限定されるた
め、法定外道路整備工事分担金条例に基づき受益者負担を求めてい
く。
（建設部 土木課、道路維持課、地域建設課）

・法定外道路改良費 （１２百万円）

159 建設部 （３） 国道153号は都市と山村地域をつなげ、地域間交流を促す重要
な路線であり、地域の生活道路でもあることから、地域住民の
利便性向上を図るためにも、国の伊勢神改良事業の一環として
行われる「国道153号 新伊勢神トンネル（仮称）工事」の早期
完了を国に引き続き要望すること。

・国道１５３号新伊勢神トンネル（仮称）の工事については、早期完
成に向け、今後も引き続き国に要望していく。
（建設部 建設企画課）

160 建設部 （４） 公共道路、歩道、橋りょう、公共施設等、都市基盤施設は今後
加速度的に老朽化していき、それにより事故に至ることが懸念
されている。公共道路、歩道では空洞化による陥没が全国的に
発生し、人身への被害が出ているケースもある。事故防止と更
新費用抑制のため、予防保全による維持管理を行い引き続き事
故防止に努めること。

・道路施設の老朽化対策については、個別施設計画に基づき予防保全
型と事後保全型の管理を組み合わせ点検、修繕及び更新を計画的に
行っている。引き続き、適正な施設管理を行い維持管理費の抑制と事
故防止に努めていく。
（建設部 道路維持課、地域建設課、道路予防保全課）

・上下水道施設の維持管理については、水道及び下水道それぞれのス
トックマネジメント計画に基づき、点検・調査を実施し、計画的に更
新や修繕等を行っていく。
（上下水道局　上水運用センター、水道維持課、下水道建設課、下水
道施設課）

・道路等管理費（１，１３１百万円）
・道路修繕費（１，６６３百万円）
・交通安全施設維持管理費（５３２百万円）
・橋りょう修繕費（６１５百万円）

・水道ストックマネジメント関連事業費（管
路）（８９３百万円）
・水道ストックマネジメント関連事業費（施
設）（２，６４５百万円）
・雨水管路更新費（２百万円）
・汚水管路更新費（１，６０７百万円）
・下水道施設包括的維持管理費（５２８百万
円）
・下水道管路施設包括的維持管理費（２７５
百万円）
・下水道施設修繕費（３２百万円）
・下水道施設改築費（１４１百万円）
・下水道管路修繕費（３１百万円）

161 建設部 （５） 豊田市内からみよし市三好ヶ丘への進入道路である「市道福谷
一色線」においては、道路幅員が非常に狭いため、大変に危険
な状態である。その解消のため「市道豊田西部２号線」の久岡
町～三好ヶ丘間の早期開通を目指すこと。

・市道豊田西部２号線の豊田南バイパスから市道福谷一色線までの新
設区間については、豊田南バイパスの供用に合わせ、令和８年度の供
用を目指し、引き続き事業を進めていく。
・みよし市三好丘緑までの拡幅区間については、引き続きみよし市と
連携し、事業推進を図っていく。
（建設部　幹線道路推進課）

・市道新設費（４３３百万円）
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162 建設部 （６） 歩道の工事の方法に、国土交通省の新技術情報提供システム登
録された型紙工法舗装がある。この型紙工法舗装は、色や柄を
選ぶことができ、現場の状況や要望に合わせた高いデザイン性
がかなえられ、表面の凹凸が殆どなく、滑らかで耐久性も優れ
ているという利点がある。また、工事の際は重機不要で、高度
な技術も必要とせず、塗装後の乾燥時間が短いため工期が短縮
でき、保守整備などランニングコストの抑制にもつながる。豊
田市駅前やペデストリアンデッキ、博物館への歩道の工事に関
しては、アスファルト舗装の上に型紙を敷き、その上からスプ
レー舗装をする型紙工法舗装を取り入れること。

・豊田市駅周辺整備では、「ウォーカブルで日常的ににぎわう公共空
間の創出」をコンセプトに、快適性や景観性の向上を目指して、道路
や広場等の公共空間の整備を進めている。
・歩行者動線の舗装については、経済性や施工性だけはなく、周辺施
設との景観の調和や用途に合わせた耐久性、維持管理等の視点を踏ま
えて、検討していく。
（都市整備部　都市整備課）

163 建設部 （７） 限られた財源の中で適正な街路樹管理を行っていくためには、
高木、低木を含め全ての街路樹にID番号を付けカルテ化し、課
題のある路線の街路樹更新に関する実施計画（間引き・樹種変
更・撤去等）を定めること。

・樹木に管理番号を付した台帳の整備を進めており、適正な街路樹管
理に努めていく。
・街路樹の更新等については、令和６年度に策定した道路緑化ガイド
ライン（改訂版）アクションプランに基づき、樹種変更や伐採等を実
施していく。
（建設部 道路維持課）

・道路等管理費（１，１３１百万円）

164 消防本部 （１） 救急車が進入できない狭い道があることから、狭い道でも進入
でき、より迅速に傷病者を搬送することが可能となり、救命率
向上や傷病者の容体悪化防止につながる軽救急車を導入するこ
と。

・現状の救急活動において道路状況により傷病者の搬送に支障を来し
ている状況ではないため現時点で軽救急車については、導入の必要性
はないと考えているが、救急需要の変化を注視して適宜判断してい
く。
（消防本部　警防救急課）

165 消防本部 （２） 近年、複雑多様な災害が発生しており「第3次豊田市消防整備
基本計画」に基づき、組織体制や消防資機材の整備等を引き続
き積極的に推進するとともに、動画による119番通報システム
を市民に周知すること。

・消防組織体制の整備については、消防ビジョンに基づき、計画的に
実施していく。。
・資機材の整備については、消防署内で共有使用している空気呼吸器
用面体を隊員への個人貸与に運用変更することで、安全性の向上及び
感染拡大の抑止を図る。また、携帯電話の通信方式を、マルチキャリ
アで災害時優先通信回線をより多く持つことができるシステムに切り
替えることで、大規模災害の通信手段を確保する。さらに、毒劇物災
害等に備え、陽圧式化学防護服を更新することで、安全かつ確実な救
助活動につなげていく。
・動画による１１９番通報システムについては、応急手当講習や事業
所等への研修時に使用方法を周知し、認知度を高めていく。
（消防本部　総務課、警防救急課、指令課、北・中・南・足助消防署
管理課）

・消防機械整備費（２０百万円）
・消防活動企画運営費（１２百万円）
・救助・警防活動費（５７百万円）
・通信機器管理費（うち動画１１９費用）
（３百万円）

166 消防本部 （３） AEDの使用においては性別によらず抵抗感なく使用できるよ
う、講習等でのプライバシー保護の周知をするとともに、本体
内に三角巾を配置すること。

・ＡＥＤ使用時のプライバシー保護の対応については、応急手当講習
会の指導において、脱衣することなくＡＥＤパッドを貼付する方法や
目隠しとしての衣類などの活用方法について周知していく。また、プ
ライバシー保護用品の配備についてはＡＥＤ設置事業所等の判断によ
るものと考えているが、まちかど救急ステーション登録事業所に対
し、その有用性について周知していく。（消防本部　警防救急課、
北・中・南・足助消防署管理課）

・救急高度化推進費（２６百万円）
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167 消防本部 （４） 市民の命を守るために、初期消火が重要であることから、火災
予防意識の向上を図り、消火器及び住宅用火災警報器の設置を
推進するとともに、取替えや維持管理についても必要性を周知
すること。

・火災予防意識の向上については、地域や事業所等での各種訓練のほ
か、消防フェスタや消防音楽隊のコンサート等のイベントを通じて、
初期消火の重要性を周知していく。
・消火器については、住宅防火対策の講座でＶＲ消火訓練機器を使用
し、消火器設置の必要性や使用方法を周知していく。
・住宅用火災警報器については、住宅用火災警報器取付け等支援事業
を実施し、住宅用火災警報器の設置や定期的な交換を推進していく。
（消防本部　予防課）

・防災指導事務費（３百万円）
・消防フェスタ開催費（２百万円）
・消防音楽隊費（２百万円）
・火災予防活動費（うち住宅用火災警報器等
啓発用リーフレット）（１百万円）
・高齢者住宅防火促進費（１百万円）

168 上下水道局 （１） 人口減少に伴う使用料収入の減少等、上下水道事業を取り巻く
環境は厳しさを増してく中で、持続可能な上下水道事業に向
け、広域化・共同化を推進すること。

・水道事業における県調整池からの直結配水や、下水道事業における
流域下水道への接続による処理場の廃止を進めるなど広域化・共同化
の推進により、事業効率化を図っていく。
（上下水道局　企画課、水道整備課、上水運用センター、下水道建設
課）

・広域化送水事業費（管路）
（３０８百万円）
・汚水管路広域化共同化事業費
（８３５百万円）

169 上下水道局 （２） 局所的な大雨や集中豪雨から市民生活を守るため、気候変動の
影響を踏まえ、雨水管理総合計画に基づき都市浸水対策を計画
的に推進すること。

・都市部においては、気候変動に伴う降雨量増加を踏まえ、令和５年
度に改定した雨水管理総合計画に基づき、管路や調整池の整備などの
浸水対策に取り組んでいく。
（上下水道局　企画課、下水道建設課、下水道施設課）

・下水道事業計画変更業務委託費（１４百万
円）
・浸水対策実施設計委託費（３５百万円）
・中部第２ポンプ場耐震補強・耐水化工事費
（３１９百万円）

170 上下水道局 （３） 上下水道において、公共施設等運営事業に段階的に移行するた
めの官民連携方式として、長期契約で管理と更新を一体的にマ
ネジメントする方式のウォーターPPPの検討をすること。

・上下水道施設の維持管理体制については、国のウォーターＰＰＰの
通知を踏まえ、維持管理体制への民間活力導入を検討していく。
（上下水道局　企画課、下水道施設課）

・ウォーターＰＰＰ発注支援委託費（１９百
万円）

171 上下水道局 （４） 市民に安全で美味しい水を安定して提供するとともに、管理運
営の見直しと充実を図り、コスト低減等に引き続き積極的に取
り組むこと。

・水道水の管理体制については、水質検査の実施体制や技術的能力の
適格性を示す水道水質検査優良試験所規範（水道ＧＬＰ）の認定を継
続していく。
・安全な水道水を提供する取組として、計画的な水質検査機器の更新
や、国・県が実施する外部精度管理調査に積極的に参加して水質検査
精度を高め、万全な水質検査体制を整備していく。
・施設更新にかかる費用低減策として、民間活力を活用した設計・施
工一括発注方式を採用するなど、効果的・効率的に整備を進めてい
く。
（上下水道局　上水運用センター）

・水道ＧＬＰ手数料、外部精度管理試薬購入
費（１百万円）
・水質検査機器購入費（９６百万円）
・旧簡易水道施設更新事業費（継続）（７３
７百万円）

172 上下水道局 （５） 「新水道耐震化プラン」に基づき着実に耐震化を推進するとと
もに、AIによる水道管劣化予測の診断結果を有効活用し、管路
の漏水防止に努めること。

・管路については、医療機関等の重要給水施設へ向かう管路や主要配
水場などを結ぶ基幹管路を優先的に耐震管の整備を行っていく。
・施設については、配水場など主要施設の耐震化を進めていく。
・管路の漏水防止については、ＡＩ劣化予測診断結果を踏まえた水道
ストックマネジメント計画に基づき効率的な更新を行っていく。
（上下水道局　企画課、水道整備課、水道維持課、上水運用セン
ター）

・管路耐震化事業費（４２７百万円）
・施設耐震化事業費（３８０百万円）
・水道ストックマネジメント関連事業費（管
路）（８９３百万円）
・水道ストックマネジメント関連事業費（施
設）（２，６４５百万円）
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173 上下水道局 （６） 単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を推進するととも
に、十分な予算を確保すること。また、浄化槽の適正な維持管
理を促すため、合併処理浄化槽保守点検補助制度を創設するこ
と。

・下水道が整備されない区域においては、汚水処理の未普及解消に向
けて、単独処理浄化槽や汲取りトイレから合併処理浄化槽への転換を
促進するため、引き続き補助金を交付していく。
・また、取水口の上流に位置する水源地域では、水源の水質保全を目
的に、合併処理浄化槽への転換に対し、水道水源保全基金を活用した
上乗せ補助を引き続き実施していく。
・合併処理浄化槽の保守点検については、国や県の補助制度導入に関
する動向を見据えながら、自治区等を通じた地域ぐるみでの啓発及び
維持管理の指導を継続していく。
（上下水道局　下水道施設課、総務課）

・合併処理浄化槽設置費補助金（一般会計
１３７百万円）
・水質保全対策事業補助金（特別会計　４百
万円）
・浄化槽適正管理推進費（一般会計　５百万
円）

174 上下水道局 （７） 水質保全と下水道事業の収入確保のために、下水道接続率100
パーセントの達成に取り組むこと。

・接続率の向上策としては、未接続世帯に対する文書送付や電話等の
啓発活動のほか、地区単位で下水道への関心を深めることを目的とす
る地域行事でのＰＲ活動などに取り組んでいく。
（上下水道局　下水道建設課、総務課）

・接続促進用委託料（１百万円）

175 上下水道局 （８） 南海トラフ巨大地震、猿投高浜断層帯等による地震の発生が危
惧される中、飲料水確保を充実させていくため、災害時におけ
る消火栓からの応急的な飲料水確保策を導入すること。

・応急的な飲料水の確保としては、新水道耐震化プランに基づき、応
急給水施設として、災害拠点給水施設等の整備を行っている。引き続
き、令和８年３月に策定予定の上下水道耐震化プランに基づき、管路
や施設における耐震化の優先度などを考慮し、応急給水施設の拡充に
取り組んでいく。
・消火栓については、消防活動を円滑に行う上で重要な施設であり、
被災時の使用も想定されることから、現時点で飲料水確保を目的とす
る利用は考えていない。
（上下水道局　総務課、企画課、上水運用センター）

176 上下水道局 （９） 上下水道の広域化は、事業の財政面や人材を含む技術面、管理
体制等の組織面、施設等の整備面など、それぞれの基盤強化に
有効と考えられる。人口減少に伴う使用料収入の減少等、上下
水道事業を取り巻く環境は厳しさを増してく中で、持続可能な
上下水道事業に向け、広域化・共同化を推進すること。

・上下水道事業の広域化については、令和６年８月から愛知県が提唱
する矢作川流域上下水道広域連携に対し、県や関係市町と共に検討を
進めている。今後は、広域連携が本市にもたらす利益や組織体制など
具体的な内容についての検討を行い、広域連携への参画を判断してい
く。
（上下水道局　企画課）

177 上下水道局 （１０） 下水道管内は、狭さや水位の高さ、有毒ガスの発生などによっ
て、作業員の立ち入っての点検・調査が困難な所が多い。ま
た、大きな管内では、作業員の目が届かない場所もある。下水
道管内の点検・調査に関しては、無線で操縦でき、作業員の安
全確保や作業の効率化に期待できるドローンを活用すること。

・下水道管路の点検・調査については、ドローン活用の予定は無い
が、簡易直視型カメラによるスクリーニングなど、新技術の導入やＤ
Ｘを推進し、現場における安全確保および作業の効率化を図ってい
く。
（上下水道局　下水道施設課）

・下水道管路施設包括的維持管理費
（２７５百万円）

178 教育部 （１） 柔軟なカリキュラムの作成や授業時間を減らすことが可能であ
るなど、子どもの事情に合わせた学びやすい工夫が可能である
「学びの多様化学校」の設置、外に出ることが困難な児童生徒
の「仲間と学びあえる新たな学び舎」として期待できるメタ
バース空間を活用した学びの場の整備、また、それら多様な学
びの場での学びを評価する方法の構築に取り組むこと。

・「学びの多様化学校」については、他の学びの場等の充実と合わせ
て必要性について調査している。
・メタバース空間を活用した学びの場の整備については、メタバース
とよたのプラットフォームを活用した実証を行い、検証をしていく。
・多様な学びの場での学びの評価等については、文部科学省からの通
知を元に、現在、検討を進めている。
（教育部　学校教育課）
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179 教育部 （２） 経済的な理由でフリースクールに通うことが困難な児童生徒を
支援するための「フリースクール等利用支援」制度の開始が予
定されているが、その対象者は限定されている。経済的困窮状
態とは言えない家庭においても、その費用の負担感により利用
を控えざるを得ない児童生徒が出ないよう、その対象範囲を拡
大すること。

・フリースクール等民間施設等を利用する不登校児童生徒への支援の
在り方として、特に経済的に困窮している家庭への金銭的な支援につ
いての緊急性が高いことから、対象を設定した。
・今後は、利用者の意見等も参考に、効果の検証を行っていく。
（教育部 学校教育課）

・フリースクール等利用支援補助金（４百万
円）

180 教育部 （３） 「発達障がい」が一般的に知られるようになり、ADHDやASDは
その行動特性から理解や配慮が進んで来ている。一方、最も出
現頻度の高いＬＤである発達性ディスレクシアは通常の学級で
理解されにくいため、困難さを抱えているということに気付か
れず、その対応が進んでいない。そのため早急に発達性ディス
レクシアの早期発見・早期対応システムの構築と専門的教員の
育成をするとともに、その他のLDについても早期発見・早期対
応について調査研究すること。

・発達性ディスレクシアを含め、読み書き障がいについては、その理
解と対応の周知を図るため、市内の全小中学校の特別支援教育コー
ディネーター（教員代表）を対象に、パルクとよたの特別支援教育ア
ドバイザーやこども発達センター言語聴覚士が研修等を行っている。
・また、早期発見のため、各学校で気になる児童生徒について学校か
ら相談があった場合は、特別支援教育アドバイザーが巡回訪問で観察
し、必要に応じて、こども発達センターの言語聴覚士につなぎ、連携
して早期対応に努めている。
（教育部　学校教育課）

・特別支援教育推進費（６５百万円）

181 教育部 （４） 児童生徒の生理の悩みの早期発見と早期の治療につなぐため
に、小中学校の健康診断時の保健調査票の記入に際し、月経前
そして月経中の下腹部痛などの身体的症状、いらいらなどの精
神的症状等の月経随伴症状に関して記載する仕組みを追加する
こと。

・月経前及び月経中の身体的・精神的症状を把握できるよう、健康診
断時の保健調査票に令和７年度新規発行分から記載欄を追加してい
る。
（教育部　保健給食課）

182 教育部 （５） 新たな情報技術である生成AIなどを使いこなす力は、子どもた
ちが将来にわたって「生き抜いていく力」を養うことにもつな
がる。そして、教員の業務の中でも活用できる場面が数多くあ
り、負担軽減にもつながる。そのため、生成AIなどの新しい技
術を学校教育の中に取り入れること。

・教職員が生成ＡＩを活用できるようにガイドラインを提示し、業務
で使用できるよう生成ＡＩの研修を実施している。こどもたちの生成
ＡＩの活用については、中学校のモデル校で検証をしている。今後も
生成ＡＩの効果を検証しながら、効果的な活用を進めていく。
（教育部 学校教育課）

183 教育部 （６） 子どもと教員の関係は何より大切である。教員が子どもと向き
合う中で、悩みや相談を受け、人間関係を構築することも教員
の役割である。しかし、現在、教員は非常に多忙であり、子ど
もが抱えている様々な悩みや問題を解決する時間が取りにくい
状況である。教員の多忙化解消のため、教員の加配、事務の効
率化を図る等、さらなる対策を講じること。

・業務改善推進委員会を引き続き設置し、教職員多忙化解消プランの
進捗管理及び多忙化解消に向けた取組の周知・改善を着実に進めると
ともに、国の指針や県の条例・規則に則った時間外在校等時間の上限
時間（月４５時間以内、年３６０時間以内）の目標達成に向けて対応
を進める。
・また、学校閉庁日や電話の受信を控える時間帯の設定、研修・出張
の削減、非常勤養護教諭の継続配置等により、教員一人ひとりの業務
負担の軽減を図り、こどもと向き合う時間を確保していく。
（教育部　学校教育課）

・教育指導研究費（２百万円）
・人件費（うち非常勤養護教諭１２７百万
円）

184 教育部 （７） 子どもたちの心身の状況への気づきや相談支援のきっかけづく
りのために、毎日の健康観察にICTを活用すること。また、学
校においても生理の公平の実現に取り組む必要があるため、全
ての小中特別支援学校のトイレに生理用品を配備すること。

・こどもたちの心身の状況の把握や相談支援の充実に向けて、学習用
タブレットの活用に加え、取得したデータを効果的に活用するための
教育ダッシュボードの設計も進めていく予定である。
・学校の生理用品配備は、全学校で保健室に常備しており、トイレへ
の配備は、学校の状況に合わせて進める。
（教育部　学校教育課、保健給食課）

・学校情報化推進費（４９５百万円）
・管理費（２３百万円）
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185 教育部 （８） 教科担任制は、授業の質の向上、教員の負担軽減、児童への多
面的な指導・育成が可能となるため早期に導入すること。

・教科担任制の導入を小学校で円滑に広げていくためには、まずは専
科教員の確保が必要であると考えている。
・取組としては、教員同士で授業を交換するような手法の活用や、教
科担任制研究校のカリキュラムや授業の進め方などを市内全域へ共有
するなど、教科担任制本来の目的である専門性の高い、きめ細かな指
導に取り組んでいけるよう研究していく。
（教育部　学校教育課）

186 教育部 （９） 児童生徒の思考力向上や人格形成においては、読書活動が果た
す意義は極めて高いため、読書促進のための施策を引き続き積
極的に推進すること。また、読み書き障がいの児童生徒が、読
書の楽しみが体験できる方法を調査研究すること。

・読書活動を通して、児童生徒の表現力と感性を豊かにするため、引
き続き、学校図書館司書を全小中学校、特別支援学校に配置し、読書
促進のための継続的な支援を行っていく。
・こどもの読書活動は、予測困難な時代を生き抜くために必要とされ
る資質・能力を育む上で不可欠であることから、引き続き、こどもの
読書活動の推進に向けて取り組んでいく。
・学校図書館司書や図書館主任への研修において、読書バリアフリー
の視点からの選書の必要性について、マルチメディアデイジー等の読
み書き障がいに対応する図書や電子図書の貸出しに関する情報を周知
した。各種研究機関の成果を生かし、読書が困難な児童生徒への支援
につながるよう今後も周知を継続していく。
（教育部　図書館管理課、学校教育課）

・人件費（うち学校図書館司書）（５９百万
円）
・学校図書館司書配置費（１百万円）

187 教育部 （１０） LDを始めとする学習に困難を抱える児童生徒のため、より効果
的なICT機器やアプリについての調査研究を行うとともに、タ
ブレット端末以外の機器の導入を積極的に行うこと。

・様々な障がいにより、通常の教科書では読むことが困難な児童生徒
を対象とした、読み上げやルビ振り機能等が付いたデジタル教科書
を、市で一括して申請し、必要に応じて使えるようにしている。
・また、こども発達センターの言語聴覚士と連携し、通常の学級で読
み書きに困難さのある児童生徒への効果的なＩＣＴの活用方法につい
て調査研究を行っていく。
（教育部 学校教育課）

・特別支援教育推進費（６５百万円）

188 教育部 （１１） グローバル時代の今、国際教育は非常に重要な事業である。中
学生海外派遣事業については、今後も市の財政状況に左右され
ることなく、派遣人数の拡大も視野に入れて恒常的に実施する
こと。

・より多くのこどもたちに国際交流の場を提供するため、令和８年度
も海外派遣事業を行うとともにオンライン等交流事業を継続すること
で、国際社会で活躍できるこどもの育成を図っていく。
（教育部 学校教育課）

・中学生海外派遣費（３５百万円）

189 教育部 （１２） 熱中症対策は市の基準で作成したマニュアルを基に、各学校に
おいて見直しを適切に行うこと。そして、部活動や行事等の開
催については勇気を持って判断するよう各学校に徹底するこ
と。また、下校時にも登校中に使用した保冷グッズを使用でき
るよう、各教室内に冷凍庫を設置すること。

・熱中症対応マニュアルは毎年、国の動向等を確認し必要な改訂を
行っている。各学校が作成する危機管理マニュアルには、熱中症対応
マニュアルを盛り込み、毎年新しい情報や学校の実情に応じたマニュ
アルとなっているか確認をしている。
・また、教職員対象の熱中症対応研修を毎年５月に行い、教員の熱中
症対応に関する知識をブラッシュアップするとともに、いざというと
きに適切な対応がなされるよう、事故対応シミュレーション訓練等校
内研修も行っている。
・各教室への冷凍庫の設置については、費用面や運用面を含め課題が
あるが、他自治体において保冷グッズの再冷却のために冷凍庫を設置
している事例があることは承知しており、引き続き、情報収集を進め
ていく。
（教育部 　学校教育課、学校づくり推進課）
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190 教育部 （１３） 外国にルーツがある子どもは、次代の多文化共生社会を担う大
切な人材である。その健やかな成長のため小学校低学年の児童
に対し母語保持の支援を積極的に行うこと。また、乳幼児期か
らの支援はとても重要であるため、プレスクールをこども園等
で実施し、その中で母語での活動時間を確保すること。

・母語保持の支援については、保護者の理解と家庭での働きかけが欠
かせないため、就学時健康診断、入学説明会において「母語の力を発
達させることの大切さ」を記載した文書の配布や、プレスクールにお
いて、直接保護者へ説明するなどの啓発を実施している。
（教育部　学校教育課）

・乳幼児期については、幼児向け日本語教室や多文化子育てサロンを
通じて継続して支援を行う。
（地域活躍部　多様性社会共創課）

・外国人児童生徒教育推進費（１４百万円）

・幼児の日本語学習環境整備費（７百万円）
・多文化子育て支援費（１百万円）

191 教育部 （１４） スマートフォン等の急速な普及やSNS等のサービスの多様化に
伴い、インターネット、SNSを利用する子どもたちが増える
中、その子どもたちを狙った性犯罪が増えている。子どもたち
をSNS等による性犯罪リスクやトラブルから守るため、自画撮
り被害防止アプリ「コドマモ」を全小中学生と教員に配布され
ている学習用タブレットにインストールするとともに、子ども
たちが持っているスマートフォンへのインストールについても
周知啓発を行うこと。

・学習用タブレットは家庭及び校内での学習利用を想定しており、Ｓ
ＮＳ等でのこどもたちのみのやり取りができない仕組みとなっている
ため、「コドマモ」のインストールによる性犯罪抑止効果は限定的で
あると考える。今後、「コドマモ」を含め、適切なアプリ等の導入に
ついて検討していく。なお、「コドマモ」をより効果的に活用できる
個人のスマートフォンへのインストールについては、家庭への周知啓
発を行っていく。
（教育部　学校教育課）
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